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午前１０時００分 開議

（出席議員数１８名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（北猛俊君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（北猛俊君）

には、

岡 本 俊 君

宍 戸 義 美 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

日程第１

市政に関する一般質問

────────────────────

日程第１ 昨日に引き○議長（北猛俊君）

続き、市政に関する一般質問を行います。

それでは、ただいまより、覚幸伸夫君の質

問を行います。

１１番覚幸伸夫君。

－登壇－○１１番（覚幸伸夫君）

さきの通告により、質問いたします。

産業経済の活性化に関することについて。

現在、国の施策により、地方交付税の減額

や道内景気の低迷が長く続く中、地方財政に

おいても税収不足は随所になっております。

こうした現状の中で、富良野市の財政にお

いても、まことに厳しいものがあると認識し

ているところであります。また、市の中心街

活性化のための事業も終盤になり、今後の利

用や活性化を期待するところであります。

しかし、こうした活性化対策としても最も

重要な要素は、市全体の産業経済の活性化が

なければ成り立つものではないものと考える

ところであります。

具体的に申しますと、産業がなければ雇用

も生まれず、そして税収に至っても不足して

いくことは当然のことであるからでありま

す。

言うまでもなく、富良野地域の基幹産業は

農業、林業などであり、鉱業事業等などに依

存していた割合も決して少ないものでありま

す。こうした現状の中で、官民一体となって

知恵を出し、新しい産業を開拓していくこと

が必要かと考えます。

１点目、廃プラスチックの再資源化につい

て。

富良野市においては、ごみ処理の分別や生

ごみの再資源化など、全国に先駆けて取り組

んできたところと認識しておりますが、例え

ば、富良野市における廃プラスチックの処分

に当たっては、選別が厳しく、町内会総出で

作業に苦労されているのが現状であります。

その廃プラは地方の産業会社に委託され、

処分費用も支払われていると伺っております

が、その廃プラを地域でも再資源化される環

境に優しい新しい産業も生まれてくるときで

はないでしょうか。

特に近年では、価格破壊により資材のコス

ト減、あるいは新商品がなければ資材産業は

残れなく、その対策としては、ビニールなど

を加工していく企業は積極的に体制を整えて

きている状況であります。

また、プラスチックは木材との組み合わせ

などによって、その加工によって既に商品化

されており、住宅の建材、柱などに使用され

ています。

富良野市は、リサイクルの先駆けとして知

名度も高く、産廃については特に取り組んで

きた町であります。この廃プラの再利用を推

進し、雇用の促進と企業の拡大化を図る上か

ら、地域産業の育成と民間による施設設置で

再資源化事業の支援などを行うべきではない

かとお伺いいたします。

２点目、林産物の加工技術について。

道は、環境配慮型として０６年度から道産

資材活用モデル工事使用の選定製品、資材数

５１件になっております。道の認定品として

の指定をしている中で、木材の加工型が最も

多く、産消協同の推進、環境負荷の低減など
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につなげようとしています。

また、現在、木材などの加工技術は進歩し

ており、土木工事などにも使用されようとし

ています。富良野地域は森林資源に恵まれ、

有効活用して雇用の創出、地域経済の活性化

を図るため、林産物の加工を高めて企業の産

業を支え、育成支援する考えはないかお伺い

します。

３点目、国産材の流通体制について。

林産業においては、世界的に木の伐採によ

り環境問題が発生しつつあり、今後において

は輸入材の確保が難しくなる中で、国産材、

道産材が見直されてきておりますが、森林の

持つ広域的機能の保全及び確保には林産業が

活発することで、国有林野を含めた森林管理

が重要なものとなってきており、また、その

木材産業の流通体制が急務とされておりま

す。

したがって、こうした時代の環境変化に対

し林産業の活性化をするため、販路拡大と流

通コスト低減などについて関係機関に要望し

ていくべきではないかをお伺いします。

次に、公共施設などの維持管理、整備につ

いて。

富良野市の財政は極めて厳しい状況に推移

すると思われ、土木工事、建築などの事業は

必要不可欠なもの以外、断念せざるを得ない

状況と思われます。

しかし、市民生活に影響が出るものについ

ては、最優先課題として対策を講じていく必

要があろうかと考えるところであり、公共施

設などの耐震強度などを考慮し、改修、補修

などを順次進めて、施設を長期に利用できる

状態にしていくことが大事な要件になると思

われます。

今後においては、財政が極めて厳しい状況

にならんとする中で、公共施設を維持し、利

用できるために、安価に改修、補修ができる

方法や対策を念頭に置いておくことが必要で

はないでしょうか。

例えば、市道などの生活道路や建物などの

補修のあり方について安価でできる方法など

を模索する機会を設け、今後予想される財源

不足に対する手だてを考えておくことが重要

ではないでしょうか。

また、冬季の温暖化により雪が少なく、凍

結、融解作用が頻繁に多く、道路、橋などに

ひび割れが発生して、車両及び生活道路に支

障が生じて、車両破損などの対策費も必要と

なってきます。このことから、雪解けの初春

には維持管理が最も重要な課題ではないかと

認識し、考えるときではないでしょうか。

このことから、現段階において、公共施設

などの施設の状態を市としてどのように把握

し、維持管理、分析されているのか。また、

これらの公共施設などについて問題があれ

ば、今後どのような対処を考えておられるの

かお伺いします。

以上で、１回目の質問を終わります。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

覚幸議員の御質問にお答えをいたします。

１件目の経済の活性化についての１点目、

廃プラスチックの再資源化でありますが、本

市におきましては、平成１２年４月の容器リ

サイクル法の施行に伴い、家庭から排出され

るプラスチック類の分別収集に取り組むとと

もに、富良野沿線１市３町１村で策定いたし

ました「富良野生活圏一般廃棄物広域分担処

理基本計画」に基づき、中富良野町に資源回

収センターを建設し、共同でプラスチック類

の選別、梱包を行い、国の指定法人である日

本容器包装リサイクル協会の工場で油に再資

源化している状況でございます。

容器包装リサイクル法は、消費者、市町

村、事業者、それぞれの役割分担を定め、循

環型の新しいリサイクル社会の構築を目指す

もので、市町村は家庭から排出されるプラス

チック類を分別収集することになっており、

本市の平成１９年度の処理量は、年間８３７

トンを予定しております。

市独自に廃プラスチックを原料として木質

複合材をつくる再資源化事業につきまして
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は、建設経費や維持管理の負担、再生品の利

用先の確保などから、現在、困難と考えてお

ります。したがいまして、今後も広域分担処

理により環境保全に努めてまいります。

次に２点目、林産物の加工技術でございま

すが、平成１８年度以降、中国や韓国の経済

発展の影響により、本道への国用材の入荷が

極端に減少したため、道産のカラマツ材など

人工材の需要が大幅に増加し、さらには、道

外メーカーによる大判用の道産材の利用も活

発化し、森林所有者にとっては明るい兆しが

出てきておりますが、一方、製材工場におい

ては原料価格の高騰に対応するため、今まで

以上に加工コストの低減と、付加価値の向上

を図らなければならない状況にございます。

本市といたしましては、こうした状況を踏

まえて、地元の木材を地元で使う地材地消を

推進することにより、雇用の場が拡大し、地

域経済の活性化につながると考えていること

から、国営、道営の基盤整備事業における工

事材料の暗渠材としてカラマツのチップ材を

使用してもらうとともに、適正な価格での調

達を国や道に対して働きかけをしていきたい

と考えているところでございます。

あわせて、林産物の付加価値向上について

積極的に取り組もうとする企業に対しまして

は、林産試験場など関係機関の協力を得なが

ら連携をし、対応をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。

次に、３点目の国産材の流通体制でござい

ますが、国産材、特に、道産材の活用につき

ましては、国が毎年１０月を木使い推進月間

と定め、地域材の利用に関するＰＲをしてお

り、本市におきましても、庁舎でのポスター

掲示やパンフレットの配付による広報活動を

行っているところでございます。

また、道産材につきましては、これまで市

として、麓郷小学校、鳥沼小学校などの公共

施設で活用するとともに、東大演習林のセミ

ナーハウスを初め、民間アパートや一戸建て

住宅においても利用の拡大が図られていると

ころでございます。

なお、道産材の販路の拡大や流通コストの

低減につきましては、関係企業の努力により

取り組まれている状況にございますので、今

後とも道産材の活用について関係機関と連携

を図ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。

２件目の公共施設の維持管理、整備につい

ての御質問にお答えをいたします。

１点目、建物、道路、橋梁、下水道等の施

設の状態を市はどのように把握し、維持管

理、分析しているのかとのことでございます

が、建物として、市庁舎、学校、施設、公営

住宅、文化会館、保育所、市民野球場等、５

９８棟、市道路では９４６路線、総実延長約

６８１キロメートル、橋梁では２６１橋、上

水道管路で約１９５キロメートル、下水道雨

水管管路で約１０３キロメートルを維持管理

している状況でございます。

各施設の管理は、建設年次、構造、規模を

明記する財産管理台帳の中でそれぞれ所管し

ている部署が掌握し、日ごろの点検等により

補修、改修などを行うなど、適正な維持管理

に現在努めているところでございます。

特に、道路、橋梁につきましては、日常点

検パトロールを実施する中で、異常箇所の早

期発見に努め、穴埋め、すりつけ、不陸整

正、砂利敷きならし等で対応をしているとこ

ろでございます。

次に、２点目のこれらの公共施設に問題が

あれば今後どのよう対処していこうと考えて

いるかとのことでございますが、これからも

限られた財源の中で施設の適正な維持に努め

ていく必要があることから、施設ごとの設置

目的、重要度、利用状況を十分勘案し、施設

の補修改良及び廃止等の判断をしながら適正

な手法等で対応してまいりますが、根本的

な、抜本的な改良、改修が必要な場合につき

ましては、補助制度の活用を図り、維持管理

に努めていきたいと考えているところでござ

います。

特に、橋梁にありましては、将来のかけが

えに費用が増加することから、長寿命化修繕
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計画を策定し、補修等優先度度合いを決め、

橋梁改築費用の平準化に向けた対策の検討を

進めているところでございます。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

１１番覚幸伸夫君。

今回、産業につい○１１番（覚幸伸夫君）

て経済の活性化なのですけれども、公共事業

が３割減になっている中、その関連企業が１

割しか減っていないということです。

今後、これは３割に近い、２割かその辺は

ちょっとわからないのですけれども、まだ

減っていくと考えております。

この地域にはそういった依存した企業もご

ざいますので、その辺、違う産業が生まれな

ければ、やはり地域は過疎、後退するような

状況になってきます。

そういったことで、産業の活性化が必要と

され、そして雇用の確保についてどうお考え

になられているか伺いたいのですけれども。

あくまでも、さきの通告で、産業の施設等

については民間でやるべきであって、市が建

物を建てるとかそういうことは、その辺

ちょっと通告の内容が違ったのでお話ししま

す。その辺で、そういった産業についてお伺

いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

覚幸議員の質問にお○市長（能登芳昭君）

答えを申し上げますけれども、御質問は全般

にわたっての御質問と受けとめたわけでござ

いますけれども、確認の意味で、そういう意

味でよろしいのでしょうか。

はい。○１１番（覚幸伸夫君）

わかりました。○市長（能登芳昭君）

それでは、お答えをさせていただきたいと

思います。

私も、富良野を中心とする圏域１市３町に

つきましては、農業と観光を一つの主幹産業

として今後もこの産業が主体となった中で、

まちづくり、それぞれ地域振興が図られてい

くという、私はその状況にあると認識をいた

しております。

そういう観点からお話を進めさせていただ

きますけれども、一つには、御提案がござい

ましたプラスチックの廃プラの活用の問題で

ございますけれども、私はこの提起された中

で、１市３町１村が一つの合同で広域に農業

から出る廃棄物、あるいは観光でそれぞれお

客さん方が来て、それをごみとして現在、富

良野に落としていくと、こういう状態を考え

ますと、これらというのは企業化がいいのか

行政できちっと整理してやるのがいいのか、

こういう観点から物を判断しなければならな

いというのも一つあるだろうと、このように

考えています。

そういう観点から、広域連携の中でこのご

みの関係につきましては、当然、それぞれ分

担方式を明確にいたしまして、それぞれの市

町村で、例えば、中富良野町については今廃

プラの建設工場を建てまして、そこへ集約を

してそれぞれの対応をさせていただいている

と。上富良野町についても、それぞれ粗大ご

みの焼却についてやっていただくと。あるい

は、南富良野町については現在行っておりま

すのは、動物の焼却場をつくってそこでやる

と。そういう分担方式をしながら取り組んで

いるという現況でございまして、これによっ

て全く雇用が確保されないということはござ

いません。

ですから、それぞれ広域的な観点からの雇

用確保はできている状況に私はつながってい

くだろうと、このように判断をしているとこ

ろでございます。

地元におきましては、当然、御承知のとお

り、リサイクルセンターという中でそれぞれ

一般ごみを含めた処理の対応については民間

の委託を受けて、そして雇用確保をしながら

現在やっているというのが現状でございまし

て、私は御質問あった観点についての状況の

中で、現行はこういう形の中で環境保全を含

めながら行政運営をしていく必要性があるの

ではないかと、このように認識をいたしてい

るところでございます。
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次に、木材関係で御質問を受けたわけでご

ざいますけれども、私は、当然、本市におい

ては、農業、林業が中心となって産業振興と

いうのが進められてきたわけでございますけ

れども、現況、御質問にありましたとおり、

今、中国が来年度オリンピックが行われて、

木材が入ってきたのは全部中国に外用材が流

れているという現況が今御質問のとおりだと

私も認識をしております。

そういう中で、国産でございます木がこれ

から国なり道なりで活用されていかなければ

ならない現状をどう考えていくかという状況

になるわけでございますけれども、本市にお

きましても、ただいま答弁で申し述べさせて

いただきましたとおり、それぞれ公共施設に

ついての活用を図っておりますし、現行にお

いては、そういう状況の中で今後、それぞれ

の持っている産業企業におきましてはチップ

材として、それぞれ農業用にも暗渠にも使わ

れておりますし、それぞれの他産業でチップ

材を活用する状況が数年前から定着をしてき

ているという現況でございまして、それらに

関する関係につきましては、私も御答弁させ

ていただいたとおり、関係機関なり、あるい

は、関係企業、団体についての連携を図りな

がら前進するような振興発展につながる方法

を連携をしながら図ってまいりたいと、この

ように考えているところでございます。

最後の御質問がございました公共の施設の

維持管理、整備についてのお話でございます

けれども、私はそれぞれ御質問あった中で、

覚幸議員から申し述べられた状況の中では、

私はこういう状況においてはやはり基本的に

は節約をしながら、そして十分把握をしなが

らできる無駄のない整備、改良、あるいは補

修計画を立ててやっていきたいと、このよう

に考えているところでございます。

市長、一問一答なの○議長（北猛俊君）

で。（発言するも者あり）

件数が分かれていますので、１件ずつにし

ていただいたほうがわかりやすいかと思いま

すので、そのようにしてください。

そうですか。私が冒○市長（能登芳昭君）

頭に申し上げたのは、覚幸議員に確認をして

御質問にお答えをしていると理解をしている

わけでございますけれども。議長からそうい

う御指示がありましたので、答弁については

一応これで打ち切らせていただきます。

先ほどの再質問の関係○議長（北猛俊君）

で、答弁の部分、今、一回区切らせていただ

きましたけれども、必要があれば、この後、

再度質問をお願いいたします。

１１番覚幸伸夫君。

これからの産業の○１１番（覚幸伸夫君）

時代は、新時代というのですけれども、これ

は要するに、産業廃棄物の再資源化、これの

循環型等と、それと、これとあわせた形の例

えばプラスチックに木材だとかコンクリート

に灰だとか、こういう産業が地方でどんどん

進んできております。実際、僕も研究してい

る灰について、一応整えて、もう実施できる

段階に来ています。

公共事業のこういった企業の減少は、やは

りそういった新分野の産業が生まれてこなけ

れば活性化されないという、雇用も生まれな

いという考えを持っております。

そういったことで、そういう産業廃棄物の

循環型と木材の加工製品、この辺がこれから

そういった公共事業にかわる新事業かと考え

ておりますが、その辺のところをちょっとお

伺いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

覚幸議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

お答え申し上げますけれども、私は地域にお

ける産業興しの中で、今御質問がありました

廃棄物等の活用を行政が主体でやるのか、民

間企業に対してどういう支援をしていくのか

と、こういう形に私はなっていくだろうと思

うのです。

先ほど、御答弁させていただいたのは、行

政としてはこの廃プラについては何度も御答

弁させていただきますけれども、広域分担処

理という一つの圏域で約束事を決めさせてい
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ただきました。その中で、それぞれの市町村

における雇用確保も含めた中で分担処理方式

ということでやっていく。

これはやはり、これからの北海道の状況を

合わせますと、環境保全ということが私はき

ちっとやはり整理をしていくうえ上、この圏

域については主産産業が農業と観光ですか

ら、それらから出る処理については、やはり

行政もかかわってやっていくのが地域の現状

ではないかと、そういう認識を含めて私は御

答弁させていただいたわけでございますけれ

ども、今後においてもそういう状況に含めて

やっていきたいと、このように考えておりま

す。

御質問ございました関係については、当

然、国においてはそれぞれ地域再生の柱とし

て、きのう安倍総理大臣が国会で所信表明を

お話をされておりましたけれども、それがど

のような形の中で現実に出てくるのか、これ

からの状況を十分見きわめながら、その内容

を見ながら対応を考えていく必要性もあるの

かと、このような感じがいたしているところ

でございます。

１１番覚幸伸夫君。○議長（北猛俊君）

地域で今ビニール○１１番（覚幸伸夫君）

加工というものが資材産業として積極的に体

制を整えているという、そういった多角経営

というのですか、その辺、企業として努力し

ている状況なのです。その辺のところは。企

業というか地域ですね。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午前１０時３２分 休憩

午前１０時３９分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の覚幸伸夫君の質問を行います。

１１番覚幸伸夫君。

質問の通告がちょっ○１１番（覚幸伸夫君）

と違うお話になりましたので、考えは廃プラ

スチック、例えばそういった類の再資源化に

よって、産業の活性化、そして雇用につなが

るものという考えです。

それに関連しまして、今、木材の加工が加

工技術、ちょっと手を加えるだとか、そう

いったことで進んでいるということがありま

すけれども、地域にもその産業が再生できれ

ばと考えます。

それは、国交省が２００年住宅の重点政策

を打ち出しておりまして、木材が不可欠だ

と。２００年といったら、木材しかあり得な

いのかという気もしますので、そういう木材

に明るい兆しが見えてきている状況ですか

ら、このことから企業育成を支援することを

提案いたしたいと思います。これは、答弁は

よろしいです。

次に、公共施設などの維持管理、整備につ

いてです。

維持管理においては、通行の支障のない緊

急手当、補修で済ませるのではなく、予想さ

れる傷みなどを把握して、先に手だてをして

順次対策してはどうかということで、その辺

のところをお伺いします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

この件につきまして○市長（能登芳昭君）

は、建設水道部長から御説明、答弁をさせて

いただきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

建設水道部長里博美君。

覚幸議員の質○建設水道部長（里博美君）

問にお答えします。

生活道路の舗装の修繕でございますが、こ

れは日常点検パトロールの中で状況を確認し

ながら必要最小限、部分的にハッチングする

なり、すりつけ舗装なりをやってございます

けれども、毎年雪解けの時に工夫をしながら

補修をやっているのが実態でございます。

このことから、毎年、同じ箇所が飛散す

る、壊れると。あるいは、その周辺が拡大を

するおそれがある場合、抜本的な解決策を講

じなければならないだろうというのが１点、
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基盤がどうもならないということで、砂利の

置きかえをしながら修繕を図らなければなら

ないだろうというのが１点ございます。

それと、まだひどい場合は全体的にオー

バーレイといいますけれども、舗装のし直し

をしなければならないという方法も検討して

ございます。

こういう判断をしながら、今後道路の路盤

状況、あるいは交通状況を十分勘案して、適

正な維持管理に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１１番覚幸伸夫君。

簡易道路について○１１番（覚幸伸夫君）

ですけれども、学童とかお年寄りの通行の危

険のないように、特に冬季においては狭い道

路を拡幅するなどの道路に沿った対策を考え

てはどうかと。

必ずしも道路を直線にしなければならない

という、その道路、道路にあった形で簡易道

路を少し広げるだとか、そういったことが必

要ではなかろうかということで、その辺のと

ころをちょっとお伺いしたいのですけれど

も。

道路の維持、補修とい○議長（北猛俊君）

う方法ということでよろしいですか。

御答弁願います。

建設水道部長里博美君。

道路敷地内の○建設水道部長（里博美君）

走行の道路の確保ということの中で、簡易舗

装の敷地をちょっと広めたらどうだという御

質問かと思います。

一応、これは交通の主体的に通られる部分

については簡易舗装をやってございます。路

肩については、砂利できちっと転圧して路盤

状況を確保してございますけれども、現状の

道路の敷地幅内で簡易舗装はやっているつも

りで、広げるということになると、全体が本

当に可能なのかということもございます。検

討しなければなりませんから、今の中では道

路幅の中で簡易舗装をやってございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１１番覚幸伸夫君。

簡易道路につきま○１１番（覚幸伸夫君）

しては、民間工事での路床施工等、こういっ

たコスト減しながら、少しでも多くの生活道

路を補修することを考えるべきではないかと

いうことで、それについてもちょっとお伺い

します。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

建設水道部長里博美君。

基本的に補修○建設水道部長（里博美君）

の穴埋め等については緊急を要しますので、

毎年春先に、基本的に粗粒土、細粒土という

粒径で単価契約をやってございます。

これについて、トン当たり何ぼという予算

の中で何カ所埋めようと、使った量の中で単

価で支払っているという部分で、私どもで安

価な方法でこの部分は施工しているというぐ

あいに認識しているところでございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１１番覚幸伸夫君。

以上で、終わらせ○１１番（覚幸伸夫君）

ていただきます。

以上で、覚幸伸夫君の○議長（北猛俊君）

質問は終了いたしました。

次に、大橋秀行君の質問を行います。

１０番大橋秀行君。

－登壇－○１０番（大橋秀行君）

通告に従い、質問させていただきます。

私たちが住んでいる富良野市は、山林に囲

まれ景観もよく、人が生活するには大変住み

やすい市だと思います。しかし、野生動物に

も住みやすい環境だと思われます。

私が住んでいる東山地区でも、シカ、クマ

による農作物被害が長年にわたって続いてい

ます。シカに関しては、昭和５０年ごろから

群れをなして農地に出て、農作物を食い荒ら

すようになりました。地球温暖化のせいもあ

るのか、そのころから大雪も少なくなり、ま

た、マイナス３５度などの極寒もなくなり、

シカが減る様子がありません。
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農業者も作物を守るために荷造り用のひも

を張ったり、電牧など１段、２段、３段とふ

やしながらいろいろ努力をしています。

平成１０年度には、東山地区外周を、平成

１２年度には中にある神社山を農林水産省の

補助事業で囲わせていただきましたが、シカ

もなれてしまい、また、電牧の老化で効果も

薄れております。農業者も３０年近く頑張っ

てまいりましたが、限界だと思われます。

また、ここ１０年ぐらいはクマの被害もふ

えています。クマは農作物の収穫時期に多

く、スイカ、スイートコーン、ビートなどを

好んでよく食べます。スイートコーンなどは

クマがつくと農業者も危険を感じながら収穫

をしております。早急な対策が必要ではない

かと思います。

対策に必要なことは、できれば農産物を囲

うのが一番いいのですが、そのほかに個体削

減も必要であり、個体削減にはまず相手を知

る、動物の身になってみる、地域全体で共通

の認識を持って対応する、隠れ場所をなく

す、えさを与えない、一つの対策を過信しな

いで工夫、アレンジをするなど、長期的な視

野に立って複数の有効な対策を組み合わせて

取り組む必要があると思います。

そこで質問しますが、１点目です。東山、

山部、富良野地区のそれぞれがシカ柵の要望

を出していますが、可能なのか市長にお伺い

をしたい。

２点目ですが、シカ、クマ、アライグマな

ど多くの野生動物がふえていますが、生態調

査をし、対策を立てる必要があるのではない

か。

３点目ですが、有害駆除費の増額により捕

獲数はふえのか、また、どれぐらい捕獲した

のか教えていただければありがたいと思いま

す。

４点目、ハンターの育成に補助金を出して

いるが、何人ぐらいふえたのか。そこら辺も

お知らせいただければ、大変ありがたいと思

います。

次の質問です。次に、農業者高齢化対策に

ついて伺います。

我が国において、長寿化、少子高齢化に伴

い、急速な高齢化が進行しています。農村の

高齢化は、若年層の流出もあり、都市に先行

して高齢化が進んでおります。農業の停滞、

弱体化、農地の廃荒、地域の活力の低下、家

族介護の負担の増大など、さまざまな問題を

もたらしています。

高齢化の問題への対応は、今後、富良野市

の基本課題であると思います。特に、早急な

取り組みが必要ではないかと思います。

富良野市の農家も高齢化が進み、後継者不

足により農家の戸数の減少が見られておりま

す。

富良野農協の予想値ですが、農協全体で、

現在、平成１８年１,８１５戸の農家が、１

０年後、平成２８年には１,０４２戸になる

のではないかと予想されております。実に７

７３戸の減少です。

それに伴い、農地の流動が５,６６０ヘク

タール起きる予想が立てられております。あ

くまでも予測ですが、富良野市は農業を中心

とした市だと思います。農業衰退させるべき

ではないと思っております。２１年に向けて

農業基本計画が策定されます。ここで質問し

ます。

１点目、新農業基本計画に高齢化対策は盛

り込まれているのか。

２点目、農業者のリタイアがふえ、農地の

流動がふえると思われます。農業委員会の広

域的な活動が必要ではないかと考えておりま

す。

以上で、１回目の質問を終わります。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

大橋議員の御質問にお答えいたします。

１件目の野生動物対策についての１点目、

シカ柵の現在の状況でございますが、東山地

区では御質問にございましたとおり、農林水

産省の補助事業で平成１０年度と１２年度に

約６７キロメートルの電気牧柵を東山地区農
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業協同組合が設置し、山部地区におきまして

は中山間地域直接支払い事業で約１００キロ

メートルの電気牧柵が中山間事業山部地区連

絡会により設置をされたところでございま

す。

さらに、平成１７年、１８年度には防衛省

の補助事業により、東部地区において富良野

農業協同組合が事業主体となって、約８１キ

ロメートルの防シカフェンスが設置されたと

ころでございます。

また、山部、東山地区からも防シカフェン

スを整備できないかとの地域から要望を受

け、市としても防衛省などに要請をしている

段階でございます。

しかしながら、防衛施設周辺整備事業で防

シカフェンスを整備するためには、受益地区

になることが必要となり、そのためには上富

良野演習場があることによる阻害要因を立証

しなければなりません。

現在、防衛省により上富良野演習場からの

砂じん調査を２回にわたり行っていただいて

おり、９月中に３回目の調査を実施すること

になっておりますので、今後の取り組みにつ

いては、この調査結果を受けて検討してまい

りたいと考えているところでございます。

次に、２点目の生態調査につきましては、

必要性は認識をしておりますが、調査に要す

る設備、人的配置や費用の面から、本市とし

ては実施をしておりません。

しかし、毎年、夜間にサーチライトで照ら

しながらエゾシカの巣を確認するライトセン

サス調査を実施しており、あわせて、キツ

ネ、ウサギなどの数もカウントしているとこ

ろでございます。

次に、３点目の有害駆除の成果でございま

すが、平成１８年度まで５,５００円だった

エゾシカ１頭当たりの駆除単価を今年度から

市が６,０００円に、富良野農協が４,０００

円として、１頭の駆除単価が１万円になった

ところでございます。

本年度のエゾシカの駆除頭数は、６月末現

在で６８２頭となっており、前年度の取りま

とめ時期より１カ月間短い期間で３０頭以上

ふえている状況にあり、年間を通しても増加

をする見込みであります。

また、クマにつきましても、猟友会の御協

力により、７月から８月にかけての１カ月間

で４頭を捕獲したところであり、市民からの

目撃通報による出動回数も前年度に比べて多

くなっているところでございます。

次に、４点目のハンターの育成の成果であ

りますが、ハンターの高齢化やエゾシカの個

体数が増加している中で、農作物被害を最小

限に食いとめるため、ハンターの育成が急務

であることから、本年度２名のハンターの猟

銃免許取得費用を助成することといたしたと

ころでございます。

現在、猟友会から助成の対象者がいると

伺っておりますので、ハンターの増員が見込

まれるものと期待をいたしているところでご

す。しかしながら、まだまだハンターの数は

十分とは言えませんので、今後も継続してハ

ンターの育成について支援をしてまいりたい

と考えているところでございます。

次に、２件目の富良野市農業計画について

の１点目。

農業者高齢化対策でありますが、本市の農

家戸数は２００５年農林業センサスで８７２

戸で、２０年前と比べますと大きく減少して

おり、８５年以降の減少スピードで推移しま

すと、２０１５年には５００戸台にまで減少

することが予測されます。

これまで、農家戸数の維持のため、新規就

農者対策による確保や離農者数を抑制するた

めの対策として、利子助成事業や関係機関団

体と連携して経営改善指導などを行ってきた

ところでございます。

近年の離農者の動向といたしましては、後

継者問題にかかわるものが多く占めており、

後継者の確保が今後の重要な課題になってお

ります。農家戸数や農業就業人口の減少は、

農業生産への直接的な影響だけでなく、国土

保全、水源涵養、自然環境の保全、良好な景

観の形成など、農業、農村の持つ多面的な機
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能など、農村全体への影響が予想されるとこ

ろでございます。

新たな農業計画におきまして、農業者の高

齢化による農家戸数の確保は極めて重要な課

題でありますので、関係者を含め慎重に議論

して、効果的な対応策を導き出していきたい

と考えているところでございます。

また、集落におきましても、みずからの農

業のあり方についても議論をしていただきた

いと考えているところでございます。

以上であります。

続いて、御答弁を願い○議長（北猛俊君）

ます。

農業委員会会長藤野昭治君。

２点目の○農業委員会会長（藤野昭治君）

農地流動化対策についてお答えいたします。

昨今の農業問題は、農産物価格の低迷等に

よる農業経営の不振、農業情勢の不安定に加

え、高齢化による後継者不足など、農家戸数

の減少は重大であります。また、将来の農地

の流動化を考えると、我々農業委員の果たす

役割は重いものがあると受けとめておりま

す。

このような中で農業委員会は、農地の権利

移動や利用調整を中心に、優良農地の保全、

確保等、担い手への農地利用、集積などによ

り、農地の流動的活用を図っているところで

あります。

議員が御承知のとおり、農業委員は、地域

の農業者の代表で選ばれた選挙委員と団体や

議会から推薦された選任委員で構成されてお

り、市町村に置かれた独立した行政委員会で

あることから、農地のあっせんは行政区域内

に限られているところでございます。

しかし、御質問にある行政区域の異なる農

地の流動化に対して支障があってはならない

ことから、現在までも広域的のそうした農地

の移動に関しては、それぞれの農業委員が必

要により参加して意見を述べるなど、権利移

動の調整を図っているところでございます。

また、農業者関係者への的確な情報提供を

行うために、行政や関係機関団体が連携して

取り組むことが必要であることから、当市の

農業委員会活動計画の中にも沿線農業委員会

とも情報交換の推進を重点的に取り組むこと

としてございます。

今後も、行政区域を越えての農地流動化の

案件に対し、担当地域の農業委員及び沿線の

事務局間で情報交換による連絡体制や連携を

図り、広域での農地流動化に対応してまいり

たいと考えております。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

あるようですけれども、ここで１０分間、

休憩いたします。

───────────────

午前１１時０４分 休憩

午前１１時１７分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

大橋秀行君の再質問を行います。

１０番大橋秀行君。

防衛省の周辺整備○１０番（大橋秀行君）

事業には非常に期待するところでございま

す。地域としても、負担率、補助率が高いの

で、非常に期待するところでございますが、

２回にわたって調査が行われたと。そして９

月に再調査が行われるということでございま

すが、非常に厳しいようなお話も伺っており

ますが、そこら辺の状況なども教えていただ

ければ、ありがたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

この件につきまして○市長（能登芳昭君）

は、経済部長からお答えをさせていただきま

す。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

経済部長石田博君。

大橋議員の質問に○経済部長（石田博君）

お答えさせていただきます。

御答弁にもありましたように、現在、防衛

省によりまして阻害調査ということで、過去
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に２回、９月にもう１回ということで、計３

回の調査が行われましたし、９月に３回目が

行われる予定になってございます。

この調査につきましては、上富良野演習場

における阻害が地域にあるかないかというこ

とが主に調査されると伺ってございます。

したがいまして、防衛省の補助事業の対象

になるためには受益地区になることが必要で

ございます。これらの受益地区になるための

調査を今行っていただいているということで

ございまして、３回目が行われましたら、あ

る一定程度の調査内容の報告をいただけるの

ではなかろうかと考えてございます。

その調査報告をいただきました段階で、ま

た今後どのような対応をしていくのかという

ものも含めまして、広く検討していかなけれ

ばならないと考えているところでございま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１０番大橋秀行君。

検討されるという○１０番（大橋秀行君）

ことでございますけれども、もしも周辺整備

事業でこの事業が行えないときに、別な方策

というのはあるのかないのか。また、別な補

助事業が可能なのか可能でないのか、お聞き

いたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

経済部長石田博君。

大橋議員の質問に○経済部長（石田博君）

お答えさせていただきます。

現在、防衛省の事業が東部地区で行われま

して、今、東山地区におきましても防衛省で

の補助事業導入による対応策ができないかと

いうことで、まず第一に念頭に置いていると

ころでございますが、この事業がもしこれら

の調査の結果におきまして受益地区になるこ

とが非常にハードルが高い、困難性が高いと

いうことになりましたら、選択肢といたしま

して、さらに防衛省の事業で取り組んでいく

のかというのが一つ。

それから、もう一つは、他の補助事業の検

討を始めなければならないと、これにつきま

しては、例えば農水省事業での新たな取り組

みに向けて進んでいくと、ただ、この農水省

の事業につきましては、一つは、非常に広域

的な計画内容となってございますので、富良

野沿線を含めた全体計画、長期計画、地区計

画等々の計画が必要ということもございます

し、また、採択度合いにつきましても、非常

に採択のポイントが低いということもござい

まして、相当ハードルが高いと認識してござ

いますが、これらの農水省の事業もあると。

また、もう一つは、農水、防衛の補助事業

等々が相当厳しいということになれば、例え

ば単独事業といたしまして、それぞれの生産

者とが単独で取り組んでいくと、それに対し

て関係機関の支援を検討してまいるというよ

うな事業もあるのではなかろうかと思ってご

ざいます。

いずれにいたしましても、負担率でいきま

すと、防衛省の３分の２が国庫補助と、ま

た、農水は２分の１と、そして単独事業とい

うことになりますと補助はゼロということに

なりますので、補助率からいきましても、生

産者負担、農家の負担からいきましても、防

衛省の事業は一番選択肢としてはよいという

ようになってございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１０番大橋秀行君。

シカ柵に関して○１０番（大橋秀行君）

は、大体理解させていただきます。

次、２点目なのですが、生態調査について

御質問いたします。

シカ柵ができるにしても、補助が決まって

実際にできるとしても、２年、３年と長時間

かかってシカ柵ができるような状態になろう

かと思います。

それで、やはり農家としてはなかなか待て

ないと。実際問題として、今現在、農家の皆

さんが被害を受けているわけなので、これを

何とかしなければならないのではないかと

思っております。
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それで、動物を捕獲するに当たって、動物

の生態をきちっと把握しながら駆除をしてい

くべきではないかと感じております。私たち

がシカとつき合いまして、もう３０年以上た

つわけですが、実際、春先は雄シカを先頭に

１０頭単位で出てきます。夏になりますと親

子単位になってしまう。また、秋になると群

れをなすと。それから１１月ごろになると雄

シカだけのグループになってくると。そのよ

うな実態ぐらいしか我々はまだまだわからな

いわけです。

やはり個体をきちっと駆除するに当たりま

しては、動物の生態をきちっと押さえて効果

的な駆除をしていくべきではないのかと。ま

た、農業者の力も必要ではないのかと。えさ

をやらない、例えばクマですと、メロンの残

渣につく。そういった残渣をきちっと農家が

処理をしていくといったような方法が必要だ

と思いますので、ぜひとも生態調査が必要で

はないかと解釈しています。そこら辺の考え

をお聞きしたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

経済部長石田博君。

大橋議員の御質問○経済部長（石田博君）

にお答えさせていただきます。

生態調査が必要でないかということでござ

います。

生態調査につきましては、大変広い意味

で、例えば動物の生息数、または行動範囲、

または行動パターンなど、相当な範囲での調

査が生態調査と言われているものでございま

して、先ほども御答弁にありましたように、

生態調査を市で行うのは、なかなか今のとこ

ろは不可能ではなかろうかと思ってございま

す。

ただ、シカの数をカウントする、捕捉す

る、ライトセンサスと申し上げてございます

が、これにつきましては、平成６年からもラ

イトセンサス、年に１回、毎年１０月に３日

間連続して３コースにわたりまして晩の６時

から９時ぐらいまで行いまして、ライトをつ

けて目の輝き等によって個体数を数えると、

これを平成６年から継続してございまして、

事実、相当、平成１４年から１８年を見まし

ても数も多くなってございます。このライト

センサスにつきましては、今後とも継続をし

ていきまして、シカ柵等々、シカ駆除、シカ

防止につきましては参考にさせていただきた

いと思ってございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１０番大橋秀行君。

ライトセンサスも○１０番（大橋秀行君）

いいと思うのですが、例えば農地に出ている

シカを数えていくわけですよね、そのときに

出ていたシカしか数えられないと、山林の中

に入っているシカに関してはカウントはでき

ないと、実際問題、その数字が適正なのかど

うなのかとちょっと疑問に思うところがある

のですが、そこら辺はどうでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

経済部長石田博君。

大橋議員の質問に○経済部長（石田博君）

お答えさせていただきますが、ライトセンサ

スにつきましては、御指摘のようにあくまで

推計値ということでございまして、たった３

日間、決められた時間、決められたコースの

推計値でございますので、絶対数の確定数値

ではもちろんなかろうかと思いますが、あく

まで推計値で、先ほども御答弁させていただ

きましたように、事実、１４年から１８年に

向けても相当な数のカウント数が伸びてござ

いますので、推計値としては十分使えるので

はなかろうかと思ってございますので、御理

解を賜りたいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１０番大橋秀行君。

最終的に駆除の結○１０番（大橋秀行君）

果と生態調査とはつながってくるのですが、

これは市だけの調査ではなくて、道全体の調

査という形の中でそちらのほうに要望という

のは不可能なのでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）
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経済部長石田博君。

大橋議員の質問に○経済部長（石田博君）

お答えさせていただきます。

ライトセンサスにつきましては、基本的に

は道の事業でございます。道の事業を地域の

猟友会の方に委託いたしまして、猟友会が委

託を受けまして、そして市とともに実施を行

うということでございますので、ライトセン

サスにつきましては、基本的には道の事業と

いうことでございます。

また、先ほども御答弁させていただきまし

たけれども、あくまで一つの目安の数字とい

うことで、ライトセンサスが絶対な数字では

ないと思ってございますので、あくまで推計

値、参考値としては十分頼れるものではなか

ろうかと理解しているところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１０番大橋秀行君。

次に、ハンターの○１０番（大橋秀行君）

育成なのですが、現在のところ２名のハン

ターの希望があると、上富良野から占冠沿線

にかけて約１００名程度のハンターがいるわ

けですが、かなり高齢化もしてきているとい

う状況下にあろうかと思います。

ことしのハンターが２名ということなので

すけれども、これは市の職員と農協の職員等

らが率先してハンターに加わっていただくよ

うな可能性はないのでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

経済部長石田博君。

大橋議員の質問に○経済部長（石田博君）

お答えさせていただきますが、ハンターの関

係でございますが、ハンターにつきましては

今のお話のように、猟友会富良野支部という

ことで第１部会が１６名、第２部会が１１

名、富良野市には計２７名のハンターがい

らっしゃいます。

また、ことし私ども助成を２名ということ

で考えてございますし、また来年度以降もぜ

ひハンターの増員については御支援申し上げ

ていきたいと思ってございます。

それから、その中で、市職員、または農協

職員がハンターになることはいかがなものか

ということですが、これにつきましても、あ

る市町村では農協の職員がとったり、または

市の職員がとったりしている場合もあろうか

と思いますが、富良野市でもそういう方はい

らっしゃいますけれども、大きくは今後の検

討課題とさせていただきたいと思います。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１０番大橋秀行君。

突拍子もない質問○１０番（大橋秀行君）

になろうかと思いますが、災害で自衛隊等に

こういったシカの駆除の協力はいただけない

ものなのか、そこら辺どうでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

大橋議員の御質問に○市長（能登芳昭君）

お答えいたしますけれども、自衛隊の要請と

いうのは、自然災害を中心とする大儀的なも

のが伴わないと出動要請というのは出せない

と、こういう状況でございます。

もちろん、自然災害という形の中で起こり

得ること、あるいはまた、それに類する災害

ということで、そういう災害要請の規範的な

ものがありますから、それに基づいてやると

いうことですから、今の御質問については、

無理という判断をさせていただいておりま

す。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１０番大橋秀行君。

続きまして、農業○１０番（大橋秀行君）

者の高齢化対策についてお伺いしたいと思っ

ております。

市の予想でも、かなりの戸数が減っていく

ということでございます。２１年に向けて新

農業基本計画が策定されるということでござ

いますけれども、その中でやはりきちっと高

齢化対策を盛り込んだ中で計画を立てるべき

ではないかと思っています。

いつもこういった計画を眺めさせてもらい

ますと、割と無難なつくり方をするのではな

いのかなと。きちっと市民に、農業者に、こ
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れだけ減っていって、これだけの対策が必要

なのだというのを打ち出せるような基本計画

を立てていただきたいと思っています。

それで、今、新規就農等が非常に少ないわ

けですが、今後そういった可能性は。また、

行政で新規就農者を育成する考えはあるのか

どうか。そこら辺をお伺いしたいと思いま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

経済部長石田博君。

大橋議員の御質問○経済部長（石田博君）

にお答えさせていただきます。

農家戸数の減ということですが、これにつ

きましては、今お話のように大変大きな問題

でございます。

今までにも、国、道、また、私ども地方自

治体におきましても、さまざまな対応を行っ

てきてございますが、先ほどのお話のよう

に、なかなか農業者減に歯どめがかからない

という状況にございます。

原因につきましては、さまざまな問題があ

ろうかと思いますが、今お話のように、高齢

化による後継者不足だったり、または農業経

営の不振等々、さまざまな要因が入っていよ

うかと認識しているところでございます。

さらに今後につきましては、ＷＴＯ及びＥ

ＰＡ等々の国際農業交渉等々もございますの

で、より農業関係が厳しくなるということも

ございますので、さらなる農業者減も予測さ

れるところでございます。

そこを踏まえまして、今までも私どもは対

策をとってまいりましたが、今後もぜひ関係

機関の御指導をいただきながら計画を立てて

いきたいし、また、新たな農業計画の中に今

御指摘ございましたように、十分、農業者に

も御理解をいただけるような中身で盛り込ん

でいければと考えてございます。

それから、新規農業者の育成の関係でござ

いますが、これにつきましては、私どもも従

来から山部の産業研修センターにおきまし

て、新規就農者用の住宅であったり、または

トレーニング農場等々を設置してございます

し、また、新規就農者もそこから生まれてご

ざいますので、今後につきましても、それら

の施設を使いまして新規就農に努めてまいり

たいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

以上で、大橋秀行君の質問は終了いたしま

した。

次に、佐々木優君の質問を行います。

１番佐々木優君。

－登壇－○１番（佐々木優君）

通告に従いまして、質問をいたします。

参議院選挙で歴史的な大敗北を期した政府

与党、にもかかわらず引き続き政権についた

安倍首相、人身一心と銘打って行った内閣改

造、発足して２週間が過ぎました。

相変わらず、政治と金を巡る不正が毎日の

ように発覚し、報道されております。わずか

１週間で辞任をした遠藤農水相を初め、辞

任、辞職、離党が相次いでいます。ほかの閣

僚や政務官にも不正の疑惑がぞろぞろ。治ま

るところがありません。消化不能な大火事状

態、安倍首相には鎮火する力も気力もない。

自民党内からもあきらめの声が出るほどの異

常事態です。この政権に自浄能力はありませ

ん。

こうした汚れたお金にまみれる一方で、高

齢者を初め、庶民、弱者には次から次へと負

担を押しつける政治が続いています。政治へ

の不信は募るばかりです。このような政党に

未来を託すわけにはまいりません。

昨年６月、反対署名２,０００万人、多く

の問題点を放置したまま国民の世論に背を向

けて、自民、公明、与党が強行採決をして成

立した医療制度改革関連法。国民周知も全く

不十分のまま、半年後の来年４月から後期高

齢者医療制度がスタートすることになりま

す。

この制度の目標は、医療給付費の伸びを抑

えることの１点のみです。そのために、構造

的な対策を法律で規定し、かつ、実施、具体

化を地方自治体、医療機関、国民に迫る法的
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根拠を定めたものです。厚生労働省の推計で

は、２０２５年までに医療給付費を８兆円削

減できるとしております。

具体的には、医療費とは何の関係もないＧ

ＤＰ、経済成長率を参照にしながら、医療費

を抑制すること、そして、国の果たすべき役

割を放棄して負担を国民に押しつけることを

法律で定めたものになっています。いつで

も、どこでも、だれもが安心して受けられる

医療制度、国民皆保険制度を大きく後退させ

る大改悪、地方の医師不足など、深刻な状況

に陥っている現在の医療状況をさらに悪化さ

せるものです。

医療費の削減となれば、その標的とされ犠

牲になるのは高齢者が主になります。高齢に

なれば、体力が落ちて医療費がかさむのは当

然のことです。憲法第２５条では、生存権の

保障を国の社会的使命と定めています。この

理念に基づいて、地方自治法や老人福祉法な

ど多くの法律が定められています。

老人福祉法第２条では、基本的理念として

老人は多年にわたり社会の進展に寄与してき

たものとして敬愛されるとともに、生きがい

を持てる健全で安らかな生活を保障されるも

とすると掲げています。憲法に反し、既に存

在しているこれらの法律と明らかに矛盾をし

ている新たな法律を共存させてはならないと

考えます。

新しい制度では、高齢者を７５歳以上の高

齢者と６５歳から７４歳までの前期高齢者に

分けて、後期高齢者だけを切り離した医療保

険制度にするものです。７５歳以上の人は全

員、今加入している国保や健保などから脱退

させられて、後期高齢者医療制度に加入しな

ければなりません。全国で１,３００万人、

全道６３万人、富良野市ではことし４月１日

現在で、７５歳以上の方２,９７７人、７４

歳の方は３０７人、合計で３,２８４人の

方、全人口の１３.２％の方が対象になりま

す。この制度の改悪に伴い、これらの高齢者

医療制度が具体的にどのようにかわるのかお

伺いをいたします。

一つ目、窓口での医療費の個人負担、二つ

目、保険料の支払い、三つ目、検診制度、四

つ目、医療内容と診療報酬、五つ目、滞納に

よる保険証の扱い、六つ目、広域連合議会へ

の意見や要望、七つ目、国保会計への影響、

これらの変更点を踏まえて、市民の暮らしへ

の影響をどのように想定されているのか。そ

してまた、現在の認識について市長の見解を

伺います。

一番重要な点は、ほとんどの市民の方がこ

の制度の内容を知らないということだと思い

ます。今早急に必要なことは、市民への周知

を図るため住民説明会を開催することです。

保険料の設定など詳細は、１１月２２日に

行われる北海道後期高齢者医療広域連合議会

で決定されます。その前に制度の内容を市民

に知らせると同時に、市民の意見や要望を

しっかり聞くことが大事です。そして、その

ことを広域連合議会に反映させなければなり

ません。現状のまま、このままの状況で制度

がスタートすれば大混乱を招くと思います。

市長の見解を伺います。

以上で、１回目の質問を終わります。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

佐々木優議員の高齢者医療制度についての

御質問にお答えをいたします。

１点目の制度の変更内容とその影響につい

ての年代別の医療費や保険料の負担がどう変

わるかでございますが、老人医療費を中心に

国民医療費が増大する中、国民皆保険を維持

し医療保険制度を将来にわたり持続可能なも

のにしていくため、高齢社会に対応した仕組

みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明

確にし、公平でわかりやすい独立した医療制

度としてこれまでの老人保健制度にかわり、

広域連合による後期高齢者医療制度が平成２

０年度より始まります。

対象になる方につきましては御質問にあり

ましたとおり、７５歳以上の方、６５歳以上

７５歳未満のうち、一定の障がいのある方
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で、認定基準につきましては、現行の老人保

健制度と同様であります。

現在、国民健康保険や被用者保険などの医

療保険に加入しながら、老人保健制度で医療

を受けていますが、平成２０年４月からはそ

れらから移行し、後期高齢者医療制度に加入

することになります。

また、病院等の窓口で支払う自己負担額に

つきましては、７５歳以上の方は現行の老人

保健制度と同様に、かかった医療費の１割を

負担いたします。ただし、現役並み所得者に

ついては３割負担となります。６９歳以下の

方につきましては、現行どおり３割負担とな

りますが、７０歳から７４歳までの方は、現

行１割負担が２０年４月からは２割負担とな

ります。

後期高齢者医療給付等に必要な財源構成

は、患者負担を除き、公費５割、現役世代か

らの支援金４割のほか、加入者からの保険料

１割となります。

後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負

担する均等割と、所得に応じて負担する所得

割から構成され、今まで扶養者で保険料がか

からなかった人も保険料の支払いが生じます

が、保険料や賦課限度額は広域連合で設定

し、１１月に広域連合議会で決定をする予定

でございます。

次に、検診制度についてでございますが、

今般の医療制度改革により、平成２０年度か

ら国民健康保険の保険者を初めとして、全医

療保険者に対して、４０歳から７４歳の被保

険者、被扶養者を対象とした特定検診、保健

指導が義務づけられたところでございます。

特定保健指導は、新たに内臓脂肪症候群に

着目して、特定検診で明らかになったリスク

要因の数に応じて対象者を選定、階層化した

上で、対象者が体のメカニズムと生活習慣と

の関係を理解し、生活の改善をみずから選択

し、行動変容につなげることを支援すること

を目的とするものでございます。

次に、高齢者医療についてでありますが、

包括払いにつきましては、同じ病気の診療報

酬を検査や投薬など診療行為の数量にかかわ

らず定額にする方式ですが、効果的に治療し

ようとする意識が病院側に働き、コスト削減

効果が見込めるため、入院診療では１日当た

り報酬を定額とする方式を大病院中心に導入

しておりますが、現在の診療報酬制度におき

ましては、出来高払い方式が基本となってお

り、高齢者に対する差別はないものと考えて

おります。

次に、資格証明書の発行でございますが、

まだ案の段階でございますが、後期高齢者医

療の被保険者には個人単位で後期高齢者医療

被保険者証が交付されますが、被保険者が保

険料を滞納した場合には、滞納者と接触し、

窓口での保険料納付を直接働きかける機会を

確保する等の観点から、国民健康保険と同

様、通常と比較して有効期限の短い被保険者

証を発効することができ、滞納発生後、１年

を経過した滞納者に対しましては特別な事情

がない限り、国民健康保険と同様、被保険者

証の返還を求め、被保険者資格証明書の交付

を行うとありますが、実際については運営主

体であります広域連合で決定されるものと考

えているところでございます。

次に、市民の意見や要望をどのように反映

させるかについてでございますが、北海道後

期高齢者医療広域連合議会は、北海道内の市

長から８人、町村長から８人、市議会議員か

ら８人、町村議会議員から８人、計３２名

を、区分ごとに関係する道内地方団体から推

薦及び一定数の個人推薦による候補者の中か

ら、市長と市議会議員の区分は、市議会、町

村長と町村議会議員の区分は、町村議会にお

いて選挙することになっております。

ことし６月に実施されました選挙では、市

長区分、町村長区分、市議会議員区分につい

ては、候補者の数が定数を超えないことから

無投票となりました。

上川管内からは、旭川市長、士別市長、鷹

栖町長、旭川市議会議員、比布町議会議員の

５名が広域連合議員となっておりますので、

管内の市町村会議、道北市長会の会議などに
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合わせ、市民の意見、要望等を行い、広域連

合議会に反映してまいりたいと考えていると

ころでございます。

次に、導入後の国民健康保険会計への影響

についてでございますが、これまでの国保税

の医療給付区分に、療養給付費等及び老人医

療費拠出金５０％相当分が含まれ賦課されて

いましたが、平成２０年４月以降、老人医療

費拠出金が廃止をされ、新たに後期高齢者支

援金等が創設される予定ですが、賦課基準な

どを盛り込んだ関係政省令案は８月２日から

パブリックコメントが開始されており、厚生

労働省は９月初め、省令、政省令が公布され

ることとなっております。

収納率につきましては、後期高齢者医療制

度導入により収納率が下がることも予想され

ると考えているところでございます。

次に、２点目の現状認識と市民への周知に

ついてでございますが、医療費の市民への負

担増につきましては、急速な少子高齢化が進

展の中で、国民の安心の基盤である皆保険制

度を有し、将来にわたり維持可能なものとす

るため、医療費について過度の増大を招かな

いような体制づくりが重要と考えておりま

す。

医療費の負担につきましては、老人医療費

を中心に国民医療費が増大する中、現行制度

での現役世代と高齢者世代の負担の不均衡を

解消し、人口構成に占める規律の変化に応じ

て調整を図る制度であると考えているところ

でございます。

次に、新たな高齢者制度への市民周知につ

きましては、先月の６月号広報お知らせ版に

１ページにわたり制度内容を掲載するととも

に、北海道後期高齢者医療広域連合におきま

しても、被保険者を初めとする住民の理解を

得るため、国や道などの関係機関と連携をし

ながら、リーフレット等の印刷物の発行、

ホームページの運用、マスコミ媒体での報道

など、さまざまな広報活動を行ってきている

ところでございます。

次に、保険料を決定する広域連合議会前に

住民説明が必要とのことでございますが、保

険料の政令案については国が８月中にパブ

リックコメントを実施し、９月中に政令を公

布し、次に保険料を決定する広域議会前に住

民説明会が必要ということにつきましては、

今申し上げましたとおり、広報等で知らせて

いる現況でございます。

保険料の政令案につきましては、今申し上

げましたとおり、１１月の公布となっており

ますので、今の現況の中では、広報や市民の

周知については、あらゆる機会を通じて、啓

発、啓蒙をしてまいりたいと、このように考

えているところでございます。

以上です。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

あるようですが、ここで、１時まで休憩い

たします。

───────────────

午前１１時５３分 休憩

午後 １時０２分 開議

───────────────

午前中に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

午前中の議事を続行いたします。

佐々木優君の再質問を行います。

１番佐々木優君。

再質問させていただ○１番（佐々木優君）

きます。

具体的な数字でお知らせ願いたかったので

すけれども、余りそういうことがありません

でしたので、１番目の医療費の窓口負担から

お伺いいたします。

７０歳から７４歳までの方が１割から２割

負担になるということなのですけれども、実

際にお金は何ぼふえるのだという、１割なの

ですけれども、１割から２割ということは２

倍にふえるのですけれども、今、富良野で平

均ですけれども、平成１７年度は９６万２,

３４１円の医療費がかかっております。１割

だから９万何がしということにはならないで

しょうけれども、実際にこのお金が年間どの

ぐらいふえると予想されているのか、個人負
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担が。

それから、もう１点、高額療養費の自己負

担限度額、これは説明されなかったのですけ

れども、これもこのことによって２倍にふえ

る、一月の通院で今１万２,０００円なので

すけれども、２万４,６００円、入院で現在

４万４,４００円が６万２,１００円、１.４

倍に上がる。この確認をさせていただきたい

と思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

佐々木優議員の再質○市長（能登芳昭君）

問については、事務的な要素もございますの

で、市民部長からお答えさせていただきま

す。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

市民部長大西仁君。

佐々木議員の再質○市民部長（大西仁君）

問にお答えを申し上げます。

窓口負担、これが１割から２割ふえる、そ

の絡みの中の７０歳から７４歳、これの絡み

なのですけれども、平均の医療費の絡みから

言えば、７０歳から７４歳、これについては

今でいう前期高齢に当たります。ですから、

この医療費が９６万円、これをかなり９６万

円から７０万円ぐらいの前後だと私ども押さ

えています。

その中で、７０万のうちの本人が支払うも

のについては、大体そこから８万ぐらいに

なってくるだろうと、その中で１割ふえます

ので、大体平均として４,０００円、８万で

すから４万ふえると、それと、あと１件の自

己負担の限度額の絡みですけれども、これに

つきましても、今回の改正の中で一定の所得

以上、これについては年収の３８３万以上、

これにつきまして変わっております。

その絡みの中で、一般が変わっております

ので、通院が来年の４月から１万２,０００

円が２万４,６００円になります。それから

入院については、４万４,４００円から６万

２,１００円に上がります。これは月額です

ので、これが病院にかかった形の年額となり

ますので、これについても１人１０万前後、

高額医療費をもらう方についてはふえるとい

うふうに私どもは認識しております。

以上でございます。

ただいまの御答弁の中○議長（北猛俊君）

に数字も大分ありましたけれども、間違いご

ざいませんか。

確認が必要であれば、暫時休憩いたします

が。

暫時休憩いたします。

───────────────

午後 １時０６分 休憩

午後 １時０９分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

追加答弁をお願いいたします。

市民部長大西仁君。

佐々木議員指摘の○市民部長（大西仁君）

７０歳から７４歳につきましては、これは前

期高齢者になります。ということは、国民健

康保険の管轄で、この年代ごとの年間の医療

費というのは、私どもちょっと算出しており

ません。

それで、老人保健でやっております７５歳

以上につきましては、先ほど議員が指摘しま

したとおり９６万円ということになります。

それで、私ども押さえているのが、後期高

齢よりも２０万円前後、医療費が７０歳から

７４歳については低いという全国的平均も若

干あるということも伺っておりますので、そ

れで７０万円。これは医療費が１割ですの

で、それで７万円から８万円の形の４万円ぐ

らいがふえると。そういう形の中でお答えさ

せていただいたということで御理解をいただ

きたいと思います。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

１割ということで、○１番（佐々木優君）
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７万円から８万円、なぜ半分にするのかわか

らないですけれども、そのぐらいの負担が年

間ふえるのだと確認いたします。

次の質問に時間がなくなりますので行きま

すけれども、保険料についてお伺いいたしま

す。

１年間の７０歳から７４歳までの方の医療

費自己負担分が７万円ぐらい、前後しますけ

れども、大まかな数字ですけれども、７万円

程度医療費の自己負担が上がるということ

で、そうしたら、これは確認してください。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

暫時休憩いたします。

───────────────

午後 １時１１分 休憩

午後 １時１３分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の佐々木優議員の質問に御答弁を願

います。

市民部長大西仁君。

先ほどの質問で、○市民部長（大西仁君）

１割から２割ふえることになりますと、年間

７万から８万ということで確認させていただ

きたいと思います。

７万から８万が増額ということでよろしい

でしょうか。

１番佐々木優君。○議長（北猛俊君）

今の数字でいいと思○１番（佐々木優君）

います。だから、７万ふえるので、今まで７

万だった人が１４万かかるということで確認

をしておきます。

次に、保険料の話をいたします。

今までは、世帯単位で徴収されていました

けれども、今度は個人単位に徴収の方法が変

わります。

それで、今よりもっと難しい問題になるの

ですけれど、国保加入者の負担がどれだけふ

えるのか、保険料として。これは年代別に分

けておりませんので、ちょっと難しいのです

けれども、概数でもちろん結構です。その数

字を教えてください。それでなければ、４月

から変わることとの差が出てこないわけで、

どれだけ負担がふえるのかという数字が出な

いわけですので、ぜひこの数字を聞かせてほ

しいと思います。

それから、もう１点は、国保以外の方、国

保以外の方は政府管掌だとか、健康組合、共

済組合、この方の加入者の合計が４１８人に

なっております。この方の保険料、今、大方

の方は扶養者、息子さんの扶養になってい

る、大方の方はですよ。全員ではないでしょ

うけれども。ほとんどの方がそういう方で、

１円も納めておられていない方の負担がどれ

だけになるのか教えていただきたいと思いま

す。

それから、それは保険料ですけれども、納

付の仕方、これが天引きということになりま

す。天引きされない方というのは、年額で１

８万円未満、月１万５,０００円未満の方は

天引きされないで自分で収めにいくというこ

とになりますけれども、この方が何人おられ

るのか教えていただきたいと思います。

佐々木議員、一問一答○議長（北猛俊君）

ですので、分けて御質問いただきたいと思い

ます。

保険料という意味で○１番（佐々木優君）

今やったのですけれども。

まだありますか。○議長（北猛俊君）

まだ保険料という意○１番（佐々木優君）

味でもう１点あるのですけれども、厚生労働

省の試算で０８年、来年から始まるのですけ

れども、軽減措置がありますので１人平均年

間６万１,０００円と試算しております。

ところが７年後、２０１５年に８万５,０

００円になるという数字を出しております。

これが北海道に合わせると北海道は平均より

高いですから、まだ年間８万５,０００円と

言われています。これが７年後、２０１５年

にどれだけの負担になるのか。お答えくださ

い。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────
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午後 １時１７分 休憩

午後 １時２３分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の佐々木優君の質問に御答弁願いま

す。

市民部長大西仁君。

第１点目の保険料○市民部長（大西仁君）

が世帯でどう変わるのかという質問につきま

して、やはりこれにつきましては、今度は後

期高齢の絡みにつきましては国保から離脱と

いうのですか、国保から抜けて高齢者医療に

入りますと、高齢者一人一人がかかることに

なります。

それで、北海道準備会の試算で平均で応益

割が４万２,５００円、応能割が４万２,５０

０円の先ほど言いましたとおり、北海道では

８万５,０００円ということで準備会もして

いるとおり、やはり国保と比べてという形に

ついては、ちょっと私のほうも試算的にはし

ておりませんけれども、そういう形の中でか

かってくると考えております。

それと、扶養者、これがどう変わるのかと

いう形で２点目御質問がありました。これに

つきましては、年収１５０万の方が例えば扶

養から抜ける、人数については先ほど言って

おられましたとおり４００人近く富良野にも

いると、政府管掌が３３１人、共済組合が５

２人、それと健康組合が６８人ということで

すので、これだけがいると。この方につきま

しては、やはり今までかからなかったという

形の中から、大体５万円前後、年金をもらっ

ている方についてはかかってくるだろうと、

私ども考えがつきます。

これにつきましては、やはり今までかから

なかったということで措置がありまして、こ

れについては急激な負担増を緩和する措置と

して２年間、２分の１の措置があると私ども

考えております。

それと、納付の仕方、これにつきまして

は、先ほど議員が言われましたとおり、普通

徴収でかかってくるという方が、これについ

ては私どもまだ積算しておりませんのでわか

りませんけれども、特別徴収が８割というこ

とは普通徴収、収めてもらう方が２割出てく

るだろうと考えております。

それと、４点目、平成１５年度の試算でご

ざいますけれども、私どもちょっと調べてお

りませんけれども、先ほど議員が述べられた

のが１万６,１００円というふうに、私ども

ちょっと記載しておりますけれども、それが

北海道でどうなのだという形ですので、これ

については、今、全国平均７万４,０００円

が、北海道の場合、準備会が試算したものが

８万５,０００円という形の中であれば、や

はりこの中で１万１,０００円ぐらい高く

なっているということですので、これが１万

６,０００円ふえるということになれば、や

はりそれなりにふえてくるだろうと私ども考

えております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

国保加入の、確かに○１番（佐々木優君）

難しい、今、分かれておりませんので、数字

を出すのは非常に難しいと思うのですけれど

も、例を出します。

滝川で、これも正式な数字ではもちろんあ

りませんけれども、大まかな数字ということ

でとらえた数字なのですけれども、現在６万

４,０００円前後と滝川市ではとらえており

ます。そんなに大きく富良野だって変わらな

いと思います。とすれば８万５,０００円で

すから、差し引き２万円ぐらいのお金がふえ

るという、３割ぐらい負担がふえるという数

字が、そんなにここは違いがないと思います

ので、それは答弁いいですけれども、そのよ

うになっております。

それから、納入の方法ですけれども、年金

から天引きされない方、天引きされる方は自

動的に引き落としされてしまうので、２割ぐ

らいということで確認してよろしいですか。

３,２８４人でしたか、そのぐらいの方の中
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で天引きされない方、天引きされない方とい

うのは、年額１８万未満の年金の方、月１万

５,０００円未満の方、それだけではないで

すね、半分以上の負担がかかる方も合わせて

６００人前後ということでとらえてよろしい

かどうか、確認をさせていただきたいと思い

ます。

それから、もう１点、２年ごとに改正され

る保険料ですけれども、７年後、今言ったよ

うに１０万円近くに、来年から８万５,００

０円ということですけれども、１万６,００

０円を足すと、やや９万代になるということ

で、これももう一度確認をさせていただきま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

佐々木議員の再々○市民部長（大西仁君）

質問にお答えいたします。

佐々木議員言われましたとおり、今、私ど

もが考えているのは、先ほど言ったように２

割と。これについてはほぼ、多分試算ですけ

れども間違いない数字だろうと考えておりま

すけれども、３,２６４人のうちの２割とと

らえていただきたいと考えております。です

から、６４０名ぐらいと私どもは押さえてお

ります。

それと、確認と言われましたけれども、私

はやはり北海道、このまま医療費が変わらな

ければ、やはり全国平均より１割ぐらい高

い、１万１,０００円ぐらい高いということ

になれば、やはりそれなりの部分が保険料と

して伸びてくるだろうと考えております。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

次に、検診の制度に○１番（佐々木優君）

ついてお伺いをいたします。

医療費を削減するために、本当に大事な検

診制度なのですけれども、しかし国はこの補

助金までも削ろうという方向にあります。

今やっている基本検診、貧血検査だとか心

電図、眼底検査などを自治体がやっているの

ですけれども、これへの補助金が打ち切られ

て、先ほど１回目の答弁でされたように特定

検診というふうにかわります。

特定検診では、受診率が上がらなかった

り、健康指導で改善率ができなかった場合、

国保に対してペナルティーとして高齢者支出

支援金という形で加算されるとなっておりま

すけれども、その点について基本検診がどう

なるのかとペナルティーの話、二つお伺いい

たします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

この検診制度、特○市民部長（大西仁君）

に平成２０年からなります特定検診、そして

特定保健指導、これにつきましては、高齢者

の医療各法が改正になりまして変わってきた

という形があります。

これにつきましては、議員が言われました

とおり、各保険者の義務として、これから生

活習慣病を中心とした疾病予防を重視した形

による検診が導入されます。

そういう形の中で、これはあくまでも各保

険者の義務になりますけれども、議員が言わ

れたリスクというのですか、これについては

リスクというよりも、５年後にこの成果によ

る支援金、これが調整される、そのように私

どもは考えておりますし、今最大で５％な

り、そういうリスクが課されるというような

話については、これは正式ではありませんけ

れども、出ていると伺っております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

基本検診が今後どう○１番（佐々木優君）

なるのかということが一つ、今までどおり行

われるのかどうか、先ほどそういう質問をし

たつもりだったのですけれども、お答えを願

いたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

この基本検診の絡○市民部長（大西仁君）

みですけれども、基本検診からこれから特定
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検診に変わるという形の中で、今までやって

いたやつにある程度、腹位だとか、血圧だと

かコレストロール、こういう形のものが導入

されることになっております。

これについては先般の閣議の中で、来年に

ついては今までの保険制度については廃止に

なってきますので、そのかわりにこの特定検

診の絡み、３分の１国の補助をしてこれを円

滑に進めたいという話が一応出ていると私ど

も聞いておりますので、遺漏なくやっていき

たいと考えております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

大事な点、そこもも○１番（佐々木優君）

う少し聞きたかったのですけれども、医療の

質という点で、もう１点、次にお聞きしたい

と思います

７５歳になることによって、後期高齢者の

心身の特性にふさわしい医療が提供できるよ

うに新たな診療報酬体系を構築するという厚

生労働省の方針なのですけれども、先ほど答

弁いただいたようにそのようにかわると。現

在は確かに差別はないのですけれども、包括

支払いということで上限が決められると、同

じ病気であっても個人の差が非常に大きな病

気だと思うのです。

ところが、病気によって値段を決められて

定額制になってしまうと、早く、短時間で直

して短時間で病院から帰して、次の患者さん

を入れなければ、病院の採算が合わなくなっ

てしまう。長くゆっくりと、元気になる方は

すぐ元気になって退院できるでしょうけれど

も、人によってはなかなかよくならない方

だっておられるわけです。それを一つの病気

を同じ定額としてやったのでは、それは当然

行き届いた医療になんかになるはずがないの

ですけれども、そういう今度の変更点、言葉

は悪いですけれども粗悪診療、患者さんを病

院から追い出す、こういうことにつながりか

ねない今度の制度の改悪なのですけれども、

その点について見解をお願いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

再々質問にお答え○市民部長（大西仁君）

いたします。

これは、診療報酬の改定の流れと私どもは

見ておりますけれども、これにつきまして

は、高齢者の先ほど言いました特性にあった

医療体制、これを確立するということで、従

来からその都度、老人医療報酬については改

定が行われてきております。

その一端ですけれども、例えば、検査の反

復を除く、そうすると長期にわたる点滴注射

の禁止、これについても、あくまでも高齢者

の医療の心身機能、それと健康回復等、そこ

ら辺を配慮した中で、その中で医療報酬の改

定、これがなされてきていると。

今回の議員の御指摘の後期高齢者制度を導

入される段階での高齢者医療の今の体系の骨

組みですけれども、これについては、今、中

央社会保険医療審議会含めて、いろいろ審議

されている途中だと考えておりますし、これ

については一応、私ども１０月ごろそのめど

がつくと聞いておりますので、そこら辺で診

療報酬制度についてはその都度いろいろ変

わってきておりますし、今の先ほど申し上げ

たとおり現在の医療報酬制度については出来

高払いになっているという絡みの中で、高齢

者に対する福祉の差別は出てこないと私ども

考えております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

出てこない、出てき○１番（佐々木優君）

てほしくないのですけれども、包括払いとい

うことは、そういうことになるということな

のです。

次の質問に移りますけれども、保険証が取

り上げられてしまうという問題です。先ほど

しつこく聞きましたけれども、６４０人ぐら

いの方が天引きではない、払いに行かれる方

がそのぐらいいらっしゃるということです。

払えないとどうなるかということは、先ほ
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どの答弁であったように、初めは短期証明書

ですけれども、資格証明書にかわったら今度

は１０割を病院に払わなければ診察してもら

えないという、１００％納めなければならな

いということになります。

天引きされない方というのは、月１万５,

０００円の年金以下の方なのです。その方が

どうやってちょっとした風邪だって数千円の

お金がかかると思うのです。１万５,０００

円しか年金をもらっていない方は自分で払い

に行かなければならない、そういう方が資格

証明書になって１００％払わなければならな

いということになると、どういうことになる

のか。その人にとって死活問題、命にかかわ

る本当に大変な問題だと思うのですけれど

も、この見解をお願いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

再々質問にお答え○市民部長（大西仁君）

いたします。

議員御指摘の１万５,０００円というの

は、これは多分、年間１８万円という絡みの

中で月額を出していると私ども考えさせてい

ただいたのですけれども、その中で、払いづ

らくなる、ということは日額９００円なので

す、１８万円の保険料の方については月額が

９００円、これについては引ける引けないは

別ですけれども、そういうふうにして御理解

をしていただきたいと思います。

それと資格証明書、これについては、当

然、法律で定められた制度です。うちのほう

は短期証明書等発行させていただいておりま

すけれども、これについては、あくまでも面

談による納付奨励、それから納税相談、そこ

ら辺で、払える状態にあって払わない悪質滞

納者、これをやるために私どもやろうとして

おりますし、これは多分、広域連合でこれか

らの議会の中で当然そういう形が出てこよう

かと思っております。

でも、この制度についてやはり窓口の対応

になるのは、市町村でいろいろ交付する形に

なってきます。決定は広域連合で、そして広

域連合で発行するにしても窓口で渡すのはう

ちですので、払えない理由等を十分内容を精

査した上で、これについては窓口対応をさせ

ていただきたいというふうに私どもは考えて

おります。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

絶対に取り上げては○１番（佐々木優君）

ならないと思います。ほかのことも大事なこ

とですけれども、特にこのことはここで確認

を本当はしたいのですけれども、本当に取り

上げたらこの人の生活はもう絶対に、絶対に

というか本当に大変なことに、命を奪ってし

まうということになりかねませんので、この

点、本当に重要な点だと思います。

今のお話の中で広域連合というお話があり

ましたので、広域連合の問題に進みますけれ

ども、６５歳以上の方は今、北海道の全体で

すけれども、老人医療費１人１００万１,０

００円ぐらいかかっております。

ということは、６３万人の後期高齢者が北

海道におりますので、掛けると６,０００数

百億円が取り扱う金額となります。本当に大

事な議会なのですけれども、そこに意見がど

うやって反映できるのかという問題が非常に

深い問題、重たい問題があると思うのです。

先ほど管内で旭川の市長さん、士別の市長さ

ん、どこどこの議員さんと答弁されましたけ

れども、具体的にどのようにこの意見を吸い

上げてやろうとされているのか。

市長は、例えば、上川管内の旭川の市長さ

んなり士別の市長さんとそういう協議をもた

れる予定を今後つくっていこうとするのかど

うなのか、その辺の具体的な対策について、

方針というか考え方についてお願いいたしま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

佐々木優議員の御質○市長（能登芳昭君）

問にお答えさせていただきたいと思いますけ

れども、基本的に先ほど御答弁させていただ
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きました中で、それぞれ北海道で今１８０の

市町村があると、そういう意味で全体で選ぶ

という状況であれば、今御質問あった中で小

さい町村もあれば大都市もあると、こういう

中で、それぞれ市長会、町村会通じて選出を

したと、こういう経緯であります。

後の質問にお答えいたします。それぞれ町

村会では管内の町村長会議というのをもって

おりますし、市長会においても、道北市長会

並びに全道市長会と、こういう会議が年２回

ずつ４回行われると。こういう状況の中で反

映は私は十分可能であると認識をいたしてお

ります。

そのほか、この問題ばかりではなく、それ

ぞれ地域で起こっている、あるいは自治体で

将来課題となる取り組みの何かについても、

それぞれ町村会なり、市長会が中心となって

やる、そして要請行動を起こせるような事案

を全道市長会、あるいは町村会で決定をされ

て国のほうに要請活動をすると、こういう形

が毎年、今この問題ばかりではなく起こって

実施をしてきているので、それぞれ皆さん方

に行政報告をしている状況でございますか

ら、私どもといたしましては、ただいまの御

質問については、そういう形の中で意見反映

をしていかなければならない、しなければな

らないと、そのように考えているところでご

ざいます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

今までいろいろと問○１番（佐々木優君）

題点を洗い出してきたつもりなのですけれど

も、８月７日に初議会が札幌でありました。

３２人の議員の方が札幌にお集まりになって

会議をやりました。初議会です。その中で発

言された方はわずか３名ということで、今ま

でいろいろ問題点を指摘したつもりですけれ

ども、残念ながらその会議で発言をされた方

はわずか３人でしかなかったという状況で

す。これは事実です。

今後に向かって、今言ってきたいろいろな

問題を解決するために、やはりしっかりと

やっていただけなければならないと思います

ので、そこは言っておきます。

次に、国保会計との影響でお伺いします。

先ほども国保会計で不確定要素があるので、

なかなか数字を出すのが難しいということな

のですけれども、７５歳以上の方が国保から

抜けることによってどんな影響が起きるのか

と。一つは収納率の低下ということが危惧さ

れます。高齢の方はしっかり納めているわけ

ですけれども、なかなかその分が外れてしま

うと９３％というクリアしなければならない

部分が非常に難しくなると思うのですけれど

も、さらに厳しくなると調整交付金が減額さ

れるいわゆるペナルティーになってしまう

と、国保会計がさらに大変になる状況がある

と思うのです。その対応についてどうされる

のかお伺いします。

もう１点は、現役世代の負担がどうなるの

かという問題なのです。高齢者の方は確かに

今言ったようにいろいろ大変なことになりま

すけれども、そうしたら現役世代の人は少し

負担が軽くなるのかと考えたのですけれど

も、どうもそうではないらしい。

先ほど答弁の中でありましたけれども、後

期高齢者制度への支援金という形で全体の４

割が現役世代の中で支えるという仕組みに

なっております。国保限度額、前回の定例会

で３万円上がりましたけれども、今度の１２

月か３月かちょっとわかりませんけれども、

多分、次の議会をやるときにこの制度が変わ

ることによって、また再び国保の限度額を上

げるという提案がされると聞いております。

これは確認したいのですけれども、現在５

６万ですけれども、これが基礎賦課分として

４７万円、後期高齢者の支援という新しい項

目ができてここに１２万円、合わせて５９万

円、前議会では３万円上がって、さらに今度

の１２月なり３月の議会でさらに３万円上が

るというお話を賜っているのですけれども、

この確認をお願いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。
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１点目の収納率が○市民部長（大西仁君）

下がるのではないかという形なのですけれど

も、確かに今の滞納状況の中でやはり給与所

得者が多い、特に社会保険離脱者から、これ

は特にそういう形の中で所得者になるという

形、それが一応、担税力が低くなるというこ

とで、そういう形も含めて５７％という絡み

が出ております。滞納者の率ですけれども。

そういう形の中からいえば、やはり安定し

た年金をもらっている方、これについては非

常に納税率が高いという面からいって、やは

り私は収納率が下がってくるだろうという気

はしております。

それと、先ほど現役世代と高齢者世代の負

担なのですけれども、医療保険制度の導入の

大きな変更点が私はそこにあるだろうと考え

ておりますし、これについては各保険者の加

入数に応じて支援金を分けるという形になっ

てきます。

今までは拠出金という形の中で、国保が全

体の５０％以上を老人保健に拠出していたの

ですけれども、これからはやはり支援金とい

う形の中で明確にして、これについては高齢

者の加入率でありますので、これについては

被用者保険のほうが多くなってくる、そうい

う形の中で国保については軽減されると考え

ています。

高齢者の負担も、当然、保険料、これは１

割入ってきたという形の中で、やはりふえて

くるということで、若干、現役世代が多分軽

くなるような形にはなってくるとは理解して

おります。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

わかりづらい答弁で○１番（佐々木優君）

よくわからなかったのですけれども、現役世

代の負担が先ほど言ったように上がるという

ことで間違いないのかどうなのか。４７万円

の分と、それから今度改正されるであろう、

提案されるであろう国保会計の限度額の引き

上げですけれども、４７万円、１２万円、合

わせて５９万円となる提案がされるのでしょ

うけれども、この確認と、その限度額だけで

はなくて、全体もやはり国保会計が大変にな

るのではないかという、現状どうなるのかと

いう答えがないのですけれども、お願いいた

します。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

答弁漏れで申しわ○市民部長（大西仁君）

けございませんけれども、先ほど言った国保

の値上げにつきましては、やはり今の国のス

ケジュールの中ではっきり政令として明示さ

れておりませんので、ここで上がる上がらな

いということが言える問題ではないと私ども

は理解しております。

ただ、情報としては、ある程度は来ている

というよりも、国のそういう動きはあると理

解はしております。

それと、先ほどの現役世代と高齢者世代の

負担の割合がという話なのですけれども、こ

れについては、今の現役世代の軽減をという

形の中で、ある程度のこういう大きな高齢者

医療の変更をしてきたと私どもは理解してお

りますので、そこら辺についてはやはり世代

間の均衡を図るという、そういう医療制度改

革だと私どもは理解してございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１番佐々木優君。

これら今まで１番か○１番（佐々木優君）

ら７番ということでいろいろ影響について質

疑させていただいたのですけれども、これら

を踏まえて市民にどんな影響が出るのか、ど

うなるのかという質問を１回目の質問でした

のですけれども、その答弁がないのです。ど

こをどうしても。

それで、その部分を答えていただきたいの

ですけれども、前回でも市民税、住民税の負

担だとかそれらを合わせると、ここ四、五年

の間、小泉内閣が始まって全体で１４兆円と

いう大きな負担がふえて、一人一人考えても

大変に額が今負担として上がってきているわ
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けです。

それに加えて、今の後期高齢者の話になる

わけです。そうなると、市民への影響は本当

に生きるか死ぬかぐらいの大変な状況になる

と思うのですけれども、その認識が伝わって

こないのですけれども、その辺の答弁をお願

いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

佐々木優議員の再々○市長（能登芳昭君）

質問にお答えをさせていただきますけれど

も、私は今御質問を聞いていて、国で決めら

れた状況の中で、市町村におりてきて具体的

に法律に基づいて実施をすると、こういうの

が今お話の中で出てきている過程でございま

すけれども、私は地方議会のあり方というの

は、国で決められたものが地方議会で覆すこ

とのできるような状態には現行なっておりま

せん。

法律そのものが、その施行にどう当たって

いくかということと、国で法律施行した場合

にどういう支援の方法を考えていくかと、こ

ういうことが私は基本になるだろうと、そう

いうことを受けて市町村においては、それぞ

れ決められた法律の中で行政を行う上につい

て該当住民にどう周知をするかと。説明とい

うのをそれぞれ議会を通じるなり、あるいは

広報に通じるなり、お知らせをしなければな

りません。

しかし、原則的なものとしては、こう変

わったという状況の中でのお知らせは当然し

ていかなければならない。それは市町村の責

務であると、このように感じます。

しかし、その内容の審査を含めて個々の状

況までの説明というのは、これはなかなか難

しい。そういう現況にある状況の中で、市と

してはどう対応していくかという状況になる

かと思いますけれども、私は、１回目の答弁

で申しましたとおり、一つにはこの制度がこ

ういうふうに変わりましたという状況を明確

にしていくのが第１点であります。

次に、その施策について、例えば、今、

佐々木優議員が非常に生活困窮者なり、ある

いは社会的弱者の立場に立ってお話をしてい

ますから、それを制度上、他の法についてそ

れらを併合してやられるような御相談を受け

た時点で行政がそれに対して対応していく

と、こういう形に私はなろうかと思います。

ですから、今御質問されている後期高齢者

の制度のあり方というのは、それぞれ行政と

しても最善を尽くしてこの制度のあり方につ

いては周知徹底を図ってまいりたいと。

しかし、その内容のとり方を行政ではどう

考えるのかという状況については答弁できな

い問題もあるということで御理解を願いたい

と、このように感じるところでございます。

以上で、佐々木優君の○議長（北猛俊君）

質問は終了いたしました。

ここで、１０分間、休憩いたします。

───────────────

午後 １時５４分 休憩

午後 ２時０３分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

次に、宍戸義美君の質問を行います。

９番宍戸義美君。

－登壇－○９番（宍戸義美君）

さきに通告をいたした順に従い、質問をい

たしてまいります。

最初に、林業行政についてお尋ねをいたし

ます。

ことしの８月は異常気象であったのか、猛

暑が何日も続き、熱中症で死者が出るなど、

地球温暖化が身近な問題となってまいりまし

た。来年は、洞爺湖で地球温暖化対策が主要

議題となるサミットが開催されますことは、

いろいろな状況を踏まえて大きな喜びであり

ます。

地球温暖化対策では、いろいろな事例や角

度から検討がなされておりますが、一つに

は、温室効果ガスの排出分を森林の植林によ

る吸収分で地球環境の変化に対応する姿勢が
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積極的に示されるとの内容にも受けとめられ

てまいりました。

地球温暖化対策とは直接の関係がない年次

でありましたが、林野庁では緑のオーナー制

度を１９８４年度に創立し、木材資源の確保

に努めてきましたが、国内木材価格の低迷等

で元本割れで不本意な始末となった経過があ

りますけれども、地球温暖化対策では、森林

の保全や整備事業の財源の導入に向けて道は

有識者会議の設置を計画、森林環境税の検討

や森林整備事業に限定をして、市町村への交

付金や都市の緑化事業などについて協議をす

る委員を消費者団体や経済団体の代表者など

１０数名を任命する予定であることから、洞

爺湖サミットでの地球温暖化対策に関連をい

たしまして、市有林にかかわる整備が必要と

なってくると思いますのでお尋ねをいたして

まいります。

１点目には、富良野盆地に存在する当市の

市有林の管理と育成調査の状況とその決定事

項をお尋ねをいたします。

２点目には、民有林育成推進事業と市有林

整備事業は、森林資源の充実とともに地球温

暖化対策についても植林を行い、伐採された

後の植林未採地を解消して地球温暖化防止に

向けた京都議定書計画の実施に悪影響を与え

ないように、林業行政の活性化を図るべきと

判断をいたしておりますが、森林資源の確保

と伐採後３年以上植林をしない造林未採地の

解消についての現況判断と今後の対応につい

てお尋ねをいたします。

３点目には、報道によりますと原生林から

違法な伐採事件があったということでありま

すが、当市区域内における違法な伐採等があ

れば、その状況等についてお尋ねをいたしま

す。

次に、交通安全にかかわる国道及び道道、

市道等の交通安全対策の状況についてお尋ね

をいたします。

交通安全は国民の願いであり、市民の交通

安全対策については市長の執行方針にありま

すように、第８次富良野市交通安全計画に基

づき交通安全指導の啓蒙普及や道路交通環境

の整備に努めるという方針であります。

道路交通法の改正で、罰則の強化、さらに

は、交通安全協会や関係機関の交通事故防止

の啓蒙があったにもかかわらず、交通事故が

毎日発生をし、その死傷者の状況が報道され

ていることは、まことに残念な出来事であり

ます。

さて、一般的な状況を見てまいりますとま

だ不透明でありますが、政治の変化が予想さ

れます。また、道産品の汚名では、乳製品や

肉類、お菓子等に至る提供者の悪質な行為が

あるという状況の中で、道民総ぐるみの交通

安全運動が実施されているにもかかわらず、

道内の交通事故死亡者が本日の状況では全国

一の１９６名で、昨年同期の３３名の増に

なった悲しい数字であります。

ことしは異常気象と申しましょうか、太平

洋高気圧の影響で厳しい猛暑が続き、１９７

８年から観測されて以来、記録的な暑さにか

かわり加害者にも被害者にも交通事故となる

落とし穴があったのか、原因は多種多様であ

ります。

富良野警察署では、ふえている道内交通事

故死に危機感を持って自治体や安全協会等の

関係者の出席を求め、交通死亡事故抑止緊急

対策会議を開催いたし、デイライト運動の徹

底と汚名返上の強化策を示し内容を確認する

など、緊急時における交通安全対策の見直し

がなされている状況であります。

また、上富良野では学校代表者の仲良しサ

ミットの対策会議が開かれ、特に老人や子供

たちが多く乗っている自転車の乗り方につい

て、危険な乗り方は絶対だめだという事例を

取り上げて事故防止対策の見直しをする発表

があったということであります。

富良野では、緑峰高校で旭川の自転車通学

生が車との事故で死亡するなど、自転車に

乗ったら防衛運転に心がけて交通ルールを守

るように注意を呼びかけたというような各地

でいろいろと対策が講じられているのが非常

事態対策の状況であります。そういったこと
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から、４点についてお尋ねをいたします。

１点目は、交通事故死亡者全国一の北海道

の中でも交通犠牲者を出さないように、各地

区において運転手や家庭に強烈な啓蒙運動の

実施をいたしておりますが、第８次富良野市

交通安全計画は実際にどのように実施されて

いるのか、状況をお尋ねをいたします。

２点目には、交通事故死亡者全国一となっ

た現在、緊急事態でありますから、第８次富

良野市交通安全計画の見直しが必要という判

断をいたしておりますが、どのような取り組

みをされているのかお尋ねをいたします。

３点目には、富良野交通安全協会の交通安

全指導部会では、高齢者が乗っている自転車

の整備状況を無料で最近２回も点検をいた

し、交通事故防止の役割を果たしたという報

道でありますが、富良野市役所幹部職員に任

命をされている安全運転管理者は職場内でど

のように安全運動を啓発しているのか、お尋

ねをいたします。

４点目には、自転車の交通区分についてお

尋ねをいたしますが、車社会の中で交通手段

として手軽に乗れる自転車は、人間の手足と

なってサイクリング運動や買い物など、通

勤、通学に使われて重要な役割を果たしてお

りますが、市内の道路には自転車レーンが一

部にしかありません。

自転車は、道路交通法では軽車両として区

分されておりますが、車道にしても歩道にし

ても自由自在に乗る自転車は、歩く人たちに

接触事故や危険感を与える場面が非常に多い

のであります。昨日も札幌で自転車に乗った

高校生が２人も死亡したという事故が発生を

いたしております。

道路交通法第６３条では、道路標識により

通行することができる自転車は歩道を通行す

ることができると定められておりますが、市

内の道路には自転車の交通区分の標識や自転

車レーンは一部にしかございませんので、交

通安全対策の取り組みとして、自転車の交通

量の多い場所には自転車交通区分の標識と、

路面には白線の表示により自転車通路だとい

う認識を高め、交通事故が発生しないように

緊急対策として早急に対応すべきだと思いま

すが、判断をお尋ねいたします。

次に、介護事業所についてお尋ねいたしま

すが、報道によりますと富良野市に最も近い

旭川市内のホームヘルパー養成校では、資格

取得に必要な研修時間を終えていない受講者

に偽装した終了証明書を交付して、社会人を

信用させ、無資格のままホームヘルパーとし

て現場で働いている人もいるという実態を知

りまして、驚きと同時に要介護の人たちの心

境を察するにまことに残念な次第でございま

す。

当市内にそのような無資格者のかかわりに

ついて、資格確認の調査経過と対応はどうな

のか市長にお尋ねいたします。

最後になりましたが、教育長にお尋ねいた

します。

報道によりますと、文部科学省の学校基本

調査では、小中学生等の不登校は前年度対比

４,５００人増で５年ぶりに増加し、中でも

中学生全体に占める不登校の割合は２.９％

で過去最大だということであります。

また、道内の不登校の小中学生も、２８８

人の増で４,１２８人に５年ぶりに増加した

との内容でございました。不登校の調査に

は、病気などの生徒を除き、心理的な理由で

年間３０日以上欠席した児童生徒であって、

全国の国立、公立、私立校を対象にした調査

内容との報道であります。

道教育委員会では、子供の悩みを聞ける体

制の一層の充実が必要とのことから、こうし

た対処をさらに進める方針で、不登校の子供

をサポートするきめ細やかな対策が必要とさ

れておりますが、当市内の不登校対策と解消

に向けた取り組みの状況についてお尋ねをい

たし、１回目の質問を終わります。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

宍戸議員の御質問にお答えいたします。

１件目の市有林管理状況についての現地調
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査の結果はどのように処理されているかであ

りますが、富良野市森林施行計画に基づき森

林組合の協力を得て毎年市が現地の調査を行

い、除間伐などにより適正管理に努めている

ところでございます。

また、市有林内の造林につきましては、す

べての市有林で全面的に伐採する林齢に達し

ていないため、現在は除間伐を中心に実施し

ているところであり、後年度に行う伐採後に

造林を実施する計画でございます。

次に、２件目の森林資源の充実であります

が、本市としては、開庁１００年記念事業と

いたして、富良野市の自然を守り育て将来に

つなげていくため、平成１５年度から２４年

度までの１０年間、市民植樹祭を開催し、市

民参加による森林づくりを推進しており、民

有林では、森林所有者が民有林育成推進事業

を活用して計画に造林を行っているところで

ございます。

本市といたしましては、造林間伐などによ

り適正な森林整備を行い森林を健全な状態に

保ち、二酸化炭素の呼吸効果や汚水など、森

林が備えている多面的な機能を発揮すること

で環境に優しい町として地球温暖化防止にも

貢献するものと考えているところでございま

す。

さらに今後とも、森林所有者に対して、富

良野市森林整備計画に基づく伐採跡地の更新

主導と、国の伐採跡地造林支援対策などの情

報提供を行ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

次に、３件目の伐採の違法行為であります

が、森林の伐採は森林法に基づき市に対して

伐採及び伐採後の造林届けが必要であり、富

良野市森林整備計画に適合する届け出につい

て市が伐採の適合通知を交付することによっ

て伐採が認められることになっております。

市への届け出には、伐採する森林の地番や

面積、伐採方法、植林方法などが記載されて

おり、本市において届け出の書類審査に加

え、伐採予定地の所有者の確認を行うなど違

法伐採の対策を講じており、北海道から届け

出の権限が移譲された平成１１年度以降、本

市においては違法伐採は発生していないとこ

ろでございます。

４件目の交通安全対策について、１点目の

第８次富良野市交通安全計画の実施状況につ

いてお答えをいたします。

第８次富良野市交通安全計画は交通安全対

策基本法の規定に基づき、市町村交通安全計

画として計画期間を平成１８年度から２２年

度までの５カ年とし、平成１８年１１月に策

定をいたしました。

計画につきましては、法律で市町村の区域

における陸上交通の安全に関する総合的、か

つ、長期的な施策の大綱を定めることになっ

ておりますので、国の交通安全基本計画、さ

らに北海道交通安全計画に基づき、市内の交

通安全の関係機関、団体の意見等をいただく

とともに、富良野市交通安全協議会に諮り、

富良野市交通安全計画を策定したところでご

ざいます。

計画はどのように実施されているかとのこ

とでございますが、本市における５年間の交

通安全運動に関する総合的、かつ、長期的な

施策といたしまして、警察、交通安全団体な

ど、各関係機関、団体と連携し、春夏秋冬の

４期の交通安全運動期間中の夜間における赤

色回転灯を点灯しての啓発や、録音テープを

流しての街頭啓発を初めとして、市及び交通

安全協会が開催する交通安全大会や、国道で

の旗波作戦、児童の登下校時の交通安全指導

及び幼稚園や保育所、あるいは町内会や高齢

者を対象とした交通安全教室の実施など、通

年にわたり啓発活動を実施してきているとこ

ろでございます。

また、道路交通環境の整備に関しまして

も、バリアフリー化を初めとする歩行空間の

整備や通学路の歩道整備等を推進してきてい

るところでございます。本年度におきまして

は、全国統一の取り組みとして子供と高齢者

の交通事故防止を交通安全運動の重点の一つ

としておりますので、特に子供と高齢者を対

象とした交通安全指導の普及を推進してまい
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りたいと考えているところでございます。

次に、２点目の第８次富良野市交通安全計

画の見直しについてお答えをいたします。

第８次富良野市交通安全計画は、交通安全

対策基本法の規定に基づき、市町村の区域に

おける陸上交通の安全に関する総合的、か

つ、長期的な施策の大綱を定めた市町村交通

安全計画でございますので、計画期間中に独

自に計画を見直すことは想定してございませ

んが、計画に記載されていない施策等が生じ

た場合におきましては、各年次において対応

を検討してまいりたいと考えております。

本年におきましては、８月１４日に北海道

の交通死亡事故は全国一位となり、８月１５

日付で交通死亡事故多発非常事態宣言が発令

され、北海道知事並びに北海道警察本部長に

よる緊急メッセージが出されたところでござ

います。

さらに、富良野警察署から９月３日から７

日までを特別対策週間として位置づけたとの

通知がございましたので、これを受け市にお

きましても赤色回転灯、啓発や旗の波作戦、

街頭指導を実施したところでございます。

次に、３点目の市役所職場内における事故

防止の対応でございます。

本市の安全運転管理者につきましては、道

路交通法による資格要件とともに、職場内の

安全運転を徹底にするための職務上の管理、

指導が必要との認識から、各部ごとに部長職

を安全運転管理者として６名、総務部、建設

水道部につきましては、その補助となる副安

全運転管理者を各１名ずつ課長職から選任を

いたしているところでございます。

安全運転管理者は毎年６月開催され、受講

が義務づけられている法定講習に参加し、安

全運転管理のために必要な事項や事例などの

研修を受け、その内容を参考としながら各職

場内での安全運転徹底のための日常的な声か

けや、例年春に開催されます富良野市交通安

全運動市民大会や、秋の市民交通安全旗波大

集会への職員の積極的な参加を促すなど、職

員の安全運転に関する啓蒙、啓発と、意識高

揚に向けた指導を行っているところでござい

ます。

また、必要に応じて、随時、安全運転管理

者間での情報交換や協議を行う中、昨年８月

に発生しました福岡県内の市職員の飲酒運転

による幼児３人死亡事故の際には、本市にお

いても酒酔い運転などに対する懲戒処分の厳

格化の必要性を確認し、富良野市職員の交通

事故及び交通違反による懲戒処分等の量定基

準を昨年１１月より改定、施行し、職員みず

からの職務への自覚を助長してきたところで

ございます。

さらに、庁内ＬＡＮによる全庁掲示板を通

じて、春の全国交通運動、夏の交通安全運

動、富良野夏のラベンダー作戦などの交通安

全情報を随時職員に対して、提供、周知し、

交通安全意識の高揚を図っているところでご

ざいます。

また、本年は、道内の交通事故の多発によ

る深刻な事態に対処するため、去る８月１５

日交通死亡事故非常事態宣言が発令され、本

市といたしましても、北海道知事並びに北海

道警察本部長による緊急メッセージを職員に

周知するとともに、交通事故の防止効果が高

いとされるデイライト運動を公用車及び自家

用車で取り組むことといたしたところでござ

います。

次に、４点目の自転車の交通区分について

お答えいたします。

自転車は、小学校児童や中学生、高校生の

通学方法として、また、高齢者などの手軽な

交通手段として、本市においても広く利用さ

れていると認識をいたしているところでござ

います。

道路交通法において、自転車は軽車両と定

義され、その通行区分は車道を通行しなけれ

ばならないと定められております。ただし、

路側帯の通行及び道路標識等により通行する

ことができるとされている歩道は通行するこ

とができます。ただし、自転車が歩道を通行

する場合におきましては、車道寄りの部分を

徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げ
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ることになることは一時停止しなければなら

ないと定められております。また、路側帯を

通行する場合においても、歩行者の通行を妨

げないような速度と方法で進行しなければな

らないと規定されております。

本市におきましても、国道３８号線、２３

７号の一部が自転車で歩道を通行することが

できる区間となっております。自転車の乗り

方につきましては、市内全小学校、中学校、

緑峰高校において実施する交通安全教室の中

で指導しており、自転車の安全交通に関して

の啓蒙を行ってきているところでございま

す。

また、高齢者を対象とした交通安全教室に

おいても、歩行時の交通安全、自動車運転時

の交通安全とあわせて、自転車乗車時の安全

交通についてあわせて啓蒙を行っているとこ

ろでございます。

自転車の交通区分の標識の設置につきまし

ては、警察や道路管理者などの関係機関と協

議してまいりますとともに、今後とも、自転

車のルールやマナーに関して啓蒙、啓発を推

進してまいりたいと考えております。

次に、５件目の介護事業者の有資格者の把

握について、介護事業者のホームヘルパーの

資格確認についてお答えをいたします。

御質問の内容につきましては、去る７月２

５日に北海道新聞社が報道しました旭川市内

の事業者が資格取得に必要な課程を終えてい

ない受講者に終了証書が交付されている。本

市に住所のある市民が受講し、これに該当す

る方がいなかったのかとの御質問でございま

すが、結果からお答えいたしますと、現在、

この事業者は廃止となっており、代表者との

連絡が取れず、確認ができませんでした。

事業所の指定行為、チェック行為を行う機

関は道でありますので、その詳細を道に確認

いたしましたところ、現在、調査中であり結

論を出していない、正式な発表もしていない

ので名簿の開示はできないとのことでござい

ました。

市内介護事務所に旭川の事業者が開催した

講座を受講された方を雇用されているかどう

か調査をいたしましたが、該当者はおりませ

んでした。

以上でございます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

教育長宇佐見正光君。

－登壇－○教育長（宇佐見正光君）

宍戸議員の６件目、教育行政についての不

登校対策とその取り組みについてお答えをい

たします。

市内の小中学校にも登校しない、また、登

校できない児童生徒が在籍しております。不

登校の原因といたしましては、対人関係を築

くことが難しい、また、家庭環境や学校生活

などに対応できないことが主な要因でござい

ます。

そのために、不登校の児童生徒に対しまし

ては、これまでも各学校において教育相談の

充実や心の問題をケアできる体制づくりを推

進しており、また、平成１５年度からは適応

指導教室を図書館３階に設置をいたしまし

て、学校への復帰に向けて基礎的な学習の支

援と学習意欲の向上に努めるとともに、在籍

している学校との緊密な連携を図りながら、

通所している児童生徒への相談と心理的な解

決に向けて、スクールカウンセラーと連携し

て取り組んでいるところでございます。

さらに、不登校に苦悩している御家族を訪

問するなどきめ細やかな対応をとりながら、

学校及び学校教育アドバイザーとの連携を

図って学校に復帰できる環境づくりに努めて

いるところでございます。

また、学校におきましては、校内体制の強

化を図って問題行動が起こった時点でケース

会議などを行い児童生徒を支援するととも

に、小学校には子供と親の相談員、中学校に

はスクールカウンセラーをそれぞれ配置をい

たしまして、不登校の未然防止を図っている

ところでございます。

このような取り組みによりまして、不登校

の児童生徒は減少する傾向にございますが、



― 84 ―

今後とも、学校、家庭はもちろんのことでご

ざいますが、少年育成協議会などを初め、各

関係機関、団体との連携を図り、不登校のサ

インを早期に発見、早期に対応し、不登校の

解消に努めてまいります。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

何点か質問をさせて○９番（宍戸義美君）

いただきますけれども、１点目の当市の市有

林の管理と成育調査の状況の結果についてお

尋ねをいたしますが、ただいま回答をいただ

きました内容でおおむねだなと思いますが、

具体的に調査された後の結果の対応について

は除間伐等によって適正に管理を努めている

ということであります。

後のほうにもありますけれども、除間伐は

造林を実施する計画であるということであり

ますから、これは今までにこういった市有林

の管理の中で伐採された、あるいは除間伐さ

れた、こういった跡地には、今までには植

林、あるいは造林等がなかったのかと受けと

めておりますが、もう一度お願いをいたした

いと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

宍戸議員の御質問に○市長（能登芳昭君）

対しまして、経済部長からお答えをさせてい

ただきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

経済部長石田博君。

宍戸議員の質問に○経済部長（石田博君）

お答えさせていただきます。

市有林の管理状況についてでございます

が、市有林の管理状況につきましては、毎年

市と森林組合の御協力をいただきまして、地

域をそれぞれ区域を年次ごとに設定をさせて

いただきまして、現地を調査しているところ

でございます。

その一定の調査区域の中から、必要性に応

じて処理、対応を図っているところでござい

ます。その中で除間伐等々が必要ということ

になりましたときにつきましては、本年度に

おきましては間伐が西達布、八幡丘、島ノ下

につきましては下草刈りということで対応を

図っているところでございます。

また、造林につきましては、先ほど御答弁

にもありましたように、現在のところ市有林

内の樹齢につきましては、おおむね最大でも

約４０年程度のものが多いということでござ

いまして、林齢が６０年を超えないと伐採し

ないと、始末しないということでございます

ので、現在のところは除間伐を中心に管理を

させていただいてございまして、その後、林

齢が６０年になりました時点で伐採を行って

造林を図っていくということを考えていると

ころです。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

大変一生懸命な管理○９番（宍戸義美君）

をいたしているということについては強く受

けとめをいたしてございますが、今まで伐採

された後には、先ほど答弁いただいた中には

これから実施をするのだという答弁でありま

したから、今までについては今も６０年をめ

どに造林、あるいは植林をするのだというこ

とでありましたけれども、今までに部分的に

もそういった場所等について、植林、あるい

は造林したことがなかったのか、ないので

あったのだと受けとめますけれども、そうい

うことでよろしいのか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

経済部長石田博君。

現在のところ先ほ○経済部長（石田博君）

ど御答弁させていただきましたように、樹齢

の林齢が約４０年ということでございまし

て、６０年を経ているものはないということ

でございますので、今のところは造林をして

いる経過はございません。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。
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このことはいろいろ○９番（宍戸義美君）

な問題がございまして、森林を育てるという

ことは非常に大事なことだということを申し

添えて次に進みます。

５点目に第８次富良野市交通安全計画の見

直しの関係でありますが、いろいろと説明を

いただきました。この中で私のほうで特にお

尋ねをいたしたいことは、ことしは特に先ほ

ども市長から緊急時だという内容の答弁をい

ただきましたけれども、私もそういうことで

あるから、通常の実施計画をどうしても見直

しをしなければ、緊急時の対応ができないの

だということでお尋ねをいたしてございま

す。

このことは、計画の期間中に独自に計画を

直すことはいろいろなことがあってしないの

だということでありますから、通常の年次に

交通事故が発生することを対象とした基本計

画は、こういった非常事態の中では見直しを

して何点か改善をしなければ、この非常事態

を抑えることができないのだという考え方で

質問をいたしてございますが、先ほどの答弁

からいきますと、当初、平年時を想定して計

画をしたことでずっといくのだと受けとめを

いたしたのですけれども、そういったことで

はないと思いますので、さらに補足説明をい

ただきたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

この件につきまして○市長（能登芳昭君）

は、市民部長からお答えをさせていただきま

す。

続いて御答弁を願いま○議長（北猛俊君）

す。

市民部長大西仁君。

宍戸議員の再質問○市民部長（大西仁君）

にお答えをいたします。

交通安全計画の見直しにつきましては、こ

れは第８次交通安全計画、これが私ども国の

交通安全基本計画、そして、さらに道の交通

安全計画、これらと施策の連携をしながら計

画を策定することになっていると、これは基

本法に定められております。

そういう形の中で、道が見直さないという

絡みの中で、私もそこら辺については想定し

ていない、ただ、その中で今回の全道死亡事

故全国一、こういう問題が出てきた段階で各

年次においていろいろなこれに対する対応、

これについてはやっていきたいということ

で、先ほど述べておりますけれども特別対策

週間と位置づけまして、いろいろ赤色灯の啓

発、そして旗の波作戦、これを実施している

のが現状でございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

この第８次富良野市○９番（宍戸義美君）

交通安全計画は、基本的には国とか道からの

基本ルールを示された線に乗って設定をした

のだということで理解をいたしますけれど

も、この中に富良野市独自で考えてみますと

不要な事項なものがあったのか、どのように

受けとめているかお尋ねいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

宍戸議員の再質問○市民部長（大西仁君）

にお答えをいたします。

これにつきましては、先ほど答弁させてい

ただきましたとおり、国の計画、そして道の

計画、これに基づいて策定しております。

その際、最終的には私ども地方自治体の特

色を出すということもありますので、市内の

交通安全関係機関、団体、そして協議会等の

意見を聞きながら、これについては作成して

おります。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

これは、本来ですと○９番（宍戸義美君）

全道的にはふえておりますけれども、富良野

地方については事故の件数は減少気味だとい

うことであります。

富良野警察署の調べでは、件数は減ってい

るけれども、その件数の内容を見てまいりま
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すと大きな事故につながる要素がある事故が

かなりあるということであります。

できれば、これは富良野地方は事故が少な

いから当初計画でいいのだということではな

くて、気持ちの上ではこの非常事態をどうし

ても乗り切るためには基本計画以外に何か必

要だということを編み出して、今後市民の安

全を守ってもらいたいということをつけ加え

て次に進みます。

次に、職場で任命されている安全運転管理

者の職場内での安全運動のあり方についてお

尋ねをいたします。るる説明を受けましたの

で、これは基本的な動きと申しましょうか、

事務的な運動をしているのだと受けとめてご

ざいます。

何回も申し上げますように、本年は緊急事

態でありますから、安全運転管理者は例年と

変わった動きをしなければならないと思って

おります。例えば、先ほど市長がお話をいた

しておりました、知事、あるいは道の警察本

部長が出しました「道民の皆さんへ死亡事故

多発非常事態緊急メッセージ」、こういった

ことにこたえるためには、やはり例年にない

安全運転管理者は部署に何かを起こさなけれ

ばいけないと思っておりましたけれども、先

ほどの答弁からいきますと、ことしの特色と

しては特に動きはないのだと理解をいたして

ございますが、そのような受けとめ方は違う

のだと思いますけれども、もう一度わかりや

すくお願いをいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

市役所職場内という○市長（能登芳昭君）

ことでございますので、管理を担当する総務

部長からお答えをさせていただきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

総務部長下口信彦君。

宍戸議員の御質○総務部長（下口信彦君）

問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

職場内の安全運転の管理はどうなのかと、

あわせまして緊急対策、発せられた状況も含

めて、その後の対策ということでございま

す。

とりもなおさず、交通安全管理者はいいま

すと、事業所におきまして事故防止対策を図

るためにドライバーの教育、あるいは指導で

すとか事故対策を図らなければならないとい

うのが管理者の役目ではないかと思うところ

でございます。

突き詰めて言いますと、運転者の安全態度

といいますか、そういうものを教育ですとか

指導をしていかなければならないと、こうい

うような立場にあるわけでございます。

そういった中で、私は常日ごろ思っている

ことでございますが、やはり啓蒙、啓発を地

道に行って安全運転の意識を高めていくとい

うのが私の考え方でございまして、常日ごろ

事あるごとに庁内ＬＡＮを通じまして事故防

止の啓発、啓蒙の趣旨をあります文書をもっ

て発しているところでございまして、過去、

今までは６回の文書を出しまして啓蒙、啓発

をしているところでございます。

今回、８月１６日に議員御指摘の緊急メッ

セージも発せられてございますので、その内

容等も含めまして喚起をしているところでご

ざいます。

それと同時に、これも安管から昨今こうい

うメッセージを含めまして街頭啓発というこ

とで、北の峰のほうで６時から旗波作戦とい

うことで安全管理者もそれに参加をいたしま

して啓発をしているところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

平成６年とか平成９○９番（宍戸義美君）

年等にもこういった安全運転管理者の安全運

転の運動状況についてお尋ねをいたした内容

から見てまいりますと、かなり真剣になって

いると受けとめをいたしてございます。

でありますけれども、今部長からお話があ

りましたように、警察署ではことしは非常に

危ないと危機感を持って自治体や関係機関の
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方々を集めて緊急会議をしたと、そのことは

市役所内でも徹底をしたのだという説明でご

ざいますけれども、例えば、このときには警

察署のほうではデイライト運動の徹底を特に

強く呼びかけをいたしていると交通課長も申

してございましたけれども、富良野市役所で

運行している自動車を見てまいりますと、全

部が全部とは申しませんけれども、確認はで

きませんけれども、ライトをつけて安全運転

というか、相手に危険を知らせるという車が

非常に少ないと思っております。

そういったことからいうと安全運転の徹底

が言葉だけにしかなっていなくて、実際に職

員は腹の中に安全運転をするのだという気力

を詰め込んでいないと受けとめますがいかが

でしょうか。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

御質問にお答え○総務部長（下口信彦君）

させていただきたいと思います。

まず、緊急時以後の対策といたしまして、

デイライトはもとより、そういう緊急の中に

ございました。これにつきましては、市民部

長、これは総括でございますが、そういった

中からデイライトの運動参加ということで庁

議の中で示されまして、これにつきましては

庁内ＬＡＮを通じまして啓蒙、啓発をしてご

ざいます。

あわせまして、当市の車につきましては、

デイライトを示す小さなスモール的なブルー

の灯をつけましてデイライトにつきましては

行ってございますので、大きな灯をつけるの

ではなくて、私どもはそういうようなブルー

の発光ダイオードの灯をつけまして、デイラ

イトの役目を果たしていただいているという

ことでございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

安全運転管理者は６○９番（宍戸義美君）

名とかたくさんいらっしゃいますから、平成

９年には、ばらばらに安全運動を部位に行っ

ているということについては、市役所内で統

一を図るべきだということから、安全運転管

理者の協議会を設置すると答弁がございまし

た。

その安全運転管理者協議会は、現在、どの

ようになっていますか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

総務部長下口信彦君。

お答え申し上げ○総務部長（下口信彦君）

たいと思います。

協議会をつくって横の連携をとりながら推

進していきたいという答弁はございました。

これにつきましては設置をしてございません

が、かわりまして庁議の中でメンバーがそ

ろっておりますので、随時、そういう状況の

中で横の連絡をとりながら、啓蒙、啓発に努

めているところでございます。

以上です。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

部長が言われたとお○９番（宍戸義美君）

りに、これからでも遅くありませんから、さ

らに徹底をされるように希望いたします。次

に進みます。

自転車の交通区分についてお尋ねをいたし

ます。

自転車の交通区分が非常に少ない、国道２

３７号線、これは旭川に行くあれですか、西

中学校の辺には国道の中に一部が見受けられ

ます。また、交通量の多い場所ということで

いきますと、富良野高校に近い駅からとの関

係が非常に自転車としての交通量が多いのだ

ということで警察では受けとめております。

そういったことから、富良野高校近くを通

る歩道上で自転車の事故が多発するおそれが

あるのだと。例えば、二人乗りをするとか、

手放しをするとか、携帯電話を使いながら

乗ってくるだとか、いろいろなことが多く見

られるので特に注意をしているのだというこ

とでありますが、そういった場面に自転車通

行区分の標識がほしいということを申し上げ

てございましたけれども、もう一度お願いを
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いたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

宍戸議員の再質問○市民部長（大西仁君）

にお答えいたします。

自転車交通区分の標識でございますけれど

も、これにつきましては、国道２３７号線、

西中学校、フォーレスト店、そして国道３８

号線につきましては、新空知橋から布部大

橋、それと山部につきましては跨線橋から生

涯学習センター、それと、私ども麓郷のほう

に１カ所これがあると周知しております。

この道路標識の設置につきましては、当

然、公安委員会で設置するということになっ

ておりますので、今後、警察と協議しながら

設置に向け取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

ぜひ早急な設置をお○９番（宍戸義美君）

願いしたいということを要望をいたしまし

て、教育長にお尋ねをいたします。

私の家庭にも小中学生がおりますが、本当

に教育が大変な御苦労が多いと思います。先

ほどの答弁の中で、不登校対策の一つとし

て、平成１５年度から適応指導教室を開設し

ているのだということでありますから、その

役割とどういう運営をしているのかをお尋ね

いたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

教育長宇佐見正光君。

宍戸議員の再質○教育長（宇佐見正光君）

問にお答えをさせていただきます。

適応指導教室の役割と運営という御質問か

と思います。平成１５年から適応指導教室、

マイクラスを設置をいたしまして、不登校や

休みがちの児童生徒に対しまして、保護者、

学校、そして関係機関と連携を図って学校へ

の復帰、そして自立支援ということを行う役

割を担っているところでございます。

また、運営につきましては、指導員を１名

配置いたしまして、月曜日から金曜日まで教

室を開設をしているところでございます。主

な内容につきましては、通所している児童生

徒に対しまして、学習の支援、指導、そして

情緒を安定させるために、そういう自立支援

と、こういうものを行っているところでござ

いますし、またあわせて教育関係を含めた相

談業務に取り組んでいるところでございま

す。

あわせて、保護者、学校、そして関係機関

との調整、連携、これを図っている、こうい

う業務内容になっているところでございま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

９番宍戸義美君。

今、教育長から御答○９番（宍戸義美君）

弁いただきましたけれども、もう１点だけ確

認と申しましょうか、お尋ねをいたします

が、不登校で大変苦労をしている家庭が多い

と思いますが、訪問するなどという説明があ

りましたが、不登校の子供たちを持つ親は本

当に大変な苦労が多いと考えてございます

が、保護者への支援と申しましょうか相談相

手と申しましょうか、いろいろあると思いま

すが、どのように対応されているのかお尋ね

をいたします。

御答弁をお願いしま○議長（北猛俊君）

す。

教育長宇佐見正光君。

宍戸議員の再々○教育長（宇佐見正光君）

質問にお答えをさせていただきますけれど

も、保護者への支援ということかと思いま

す。

不登校のお子さんを抱えている親、本当に

家庭を含めて大変苦悩をはかり知れないとこ

ろでございます。そのような中で私どもこの

適応指導教室、指導員のほうがきめ細やかな

定期的に家庭訪問をさせていただきながら在

籍されている学校、あるいは、スクールカウ

ンセラーと連携して教育相談を実施している

ところでございます。
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そのような中で、家庭訪問、あるいは教育

相談の中でお話をさせていただいているの

は、家族だけで問題を抱え込まない、あるい

は、焦らないで諦めないで取り組んでいく

と、そして、もう一つは、やはり何といって

も子供とのコミュニケーションを大切にして

いくと、こういうことを保護者の方々にお話

をさせていただきながら私どもも取り組んで

いるというところでございますし、これから

も保護者に対しまして、適切な助言、あるい

は心の相談と、こういうものを含めてとり

行っていきたいと、このように考えておりま

す。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

以上で、宍戸義美君の質問は終了いたしま

した。

────────────────────

散 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程は○議長（北猛俊君）

終了いたしました。

あす１２日の議事日程は、お手元に御配付

のとおり、広瀬寛人君外３名の諸君の一般質

問を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

御苦労さまでした。

午後 ３時０２分 散会
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上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成１９年９月１１日
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